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平成２１年第４回（６月）定例会 一般質問通告表（６月１９日）

順 質 問 事 項 質 問 者

１ 経済危機対策について

 総選挙を前にして、昨年度末からの国の経済対策関連補正予算は「総額あ

りき」の一過性である。この予算は後年度の消費税大増税で賄うものであり

地域経済や暮らしの向上につながらないというのが、多くの識者の見解であ

るが 「選挙目当て」と「消費税増税」等をどのように考えるか。国の経済、

対策についての見解を問う

 この間の経済対策と称して組んだ予算は国と同様の「一過性」にするので

はなく、市の有効な施策については次年度以降も続けるべきと考えるが、見

解を問う

 国の21年度補正予算「経済危機対策」で、都道府県が地域の実情に応じて

取組む事業を支援する「地域医療再生交付金」が交付されているが、県に対

し佐渡の医療への責任を果たさせるべきではないか。

２ 高齢者福祉について

 介護保険の保険料軽減や利用料負担の軽減策が必要ではないか

特養、老健施設入所で「食費・住居費などの自己負担軽減 「高額介助サ」

ービス費」の対象者数及び保険料軽減対象者数

 福祉車両への助成制度について
１ 中 川 直 美

① 障がい者における「自動車改造費助成」の活用状況はどうなっているか

② 一般高齢者等の福祉車両（リフトアップシート、車いす仕様）への助成

制度を

３ 保育事業について

 今年度から実施の「新保育所保育指針」では 「保育の質」を中心課題に、

「保育所 「保育士」の果たす役割が重要になっているが 「保育の質」をど」 、

う考えているか

 保育制度等の改変がスケジュールに挙がっており 「保育園統合計画 （社、 」

会福祉課・行政改革課）はその状況を見極める必要があるのではないか。ま

た、佐渡の場合、民営化で保育の低下につながらないか

４ ゴミ収集について

 ４月から実施の廃プラ分別実施の状況と市民の反応をどのようにとらえて

いるか

収集量の変化や地区別状況

 ゴミ問題に対する市民の理解・意識向上が必要で、集落単位での取組強化

が必要ではないか

５ 地域づくりについて
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順 質 問 事 項 質 問 者

地域にある価値あるもの（文化、遺跡、景勝など）を中心とした地域（集落
１ 中 川 直 美

単位など）づくりができる取組みが必要ではないか

１ 行政改革について

 保育園の統廃合と民営化について

① 園児数と職員配置の現状について

② 統合計画と住民説明について

③ 民営化計画について

２  学校統廃合について 金 光 英 晴

２ エコ宣言と交通政策について

 島内公共交通について

 島民の海上運賃について

 職員の通勤について

 公用車について

１ 佐渡汽船カーフェリー片道千円について

 現在までの効果についてどのように評価しているか

 観光地、旅館、民宿、土産物店、図書館、博物館等の受入体制について

 利用客の反応調査について

 改善点は

 この結果をふまえ、これまでの観光行政をどのように分析し観光対策を考

えているのか

２ 商工業の振興について

〇 中心市街地は、商業、業務、居住等の都市機能が集中し、長い歴史の中で

文化、伝統をはぐくみ、各種機能を培ってきた「まちの顔」とも言うべき地
３ 廣 瀬 擁

域であると考えるが、都市計画マスタープランや佐渡市景観計画の中からは

中心市街地活性化策は見えてこない

① 両津商店街は佐渡の表玄関としての顔があり、河原田商店街には島内商

業活動の中心的な役割があったが、今後の活性化策は

② 様々な事業を組み合わせ、相乗効果を得る必要性があると考えるが、具

体策は

③ 行政における担当部局の連携の必要性

④ これまでの商工業施策をどのように分析し、今後の対策を考えているの

か

３ 佐渡市の徴税体制について

４ １ 行政改革とその後の検証について 佐 藤 孝
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順 質 問 事 項 質 問 者

、 、 、 本庁 支所 行政サービスセンターとしてスタートし２か月半が過ぎたが

未だ業務分担が明確でないと思う。支所や行政サービスセンターに対し聞取

り調査や現地確認等をしたのか

 行政サービスセンターで事務のチェックをし、職員から１日の行動報告を

させているが何のためか

、 、 行財政改革特別委員会から 余剰人員の活用について指摘を受けているが

一方、教育委員会では人員が不足していると聞く。職員配置に問題があるの

ではないか

 南教育事務所を南佐渡離島開発センターへ移転してはどうか

２ 公共施設の見直しについて

 総務部長通知や行政改革課が示した資料ではほとんど譲渡や廃止の方向で
４ 佐 藤 孝

進んでいるように思われるが、真剣に検討しているのか

 各支所や行政サービスセンターに放置されている備品はいつまでに整理、

処分するのか。処分の方法も問う

３ 観光問題について

 現在行っている航送料、往復２千円の期間限定割引は予約でいっぱいと聞

くが、今年秋から佐渡発のカーフェリーでも島民に恩恵をと市長は記者会見

で話している。今、市長が考えていることは何か

 合宿や修学旅行が福島県等に流れ、本年度は減少傾向にあると聞く。体験

学習のプログラムが各施設に整備されながら何が原因なのか検証しているか

 平成３年から県外観光客が激減しているが、市も観光協会や民間観光業者

等と協力して観光キャラバンにもっと力を入れるべきと思うが
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午前１０時００分 開議

〇議長（竹内道廣君） おはようございます。ただいまの出席議員数は27名であります。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

〔 議長、議事進行」と呼ぶ者あり〕「

〇議長（竹内道廣君） どうぞ。

〇20番（猪股文彦君） 昨日よりさらに暑くなって、一般質問が始まるとさらにヒートアップすると思うの

で、上着を脱ぐことを許可願いたいと思います。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇議長（竹内道廣君） 適当なときに、では上着を脱いで結構ですので。

日程第１ 一般質問

〇議長（竹内道廣君） 日程第１、一般質問を行います。

質問並びに答弁は簡潔にお願いをいたします。

順位に従いまして、中川直美君の一般質問を許します。

中川直美君。

〔２番 中川直美君登壇〕

〇２番（中川直美君） おはようございます。日本共産党の中川直美です。これから一般質問を行います。

今アメリカ発の世界経済危機で、世界じゅうの経済が極めて深刻な状況下でありますが、中でも日本は

特別に悪く、諸外国に比べてもその深刻さは本当にひどいものとなっています。これはなぜかと言えば、

内需をないがしろにして、派遣労働に見られるように人件費を抑制して、極端な外需頼みの日本経済で来

たこと、そしてさらに同時進行で自民党、公明党政権による構造改革路線による貧困と格差が広がり、社

会のあらゆる分野でゆがみを起こし、深刻になってきているところに、アメリカ発の経済危機が襲いかか

ってきたためであります。このため、諸外国よりも深刻になっているわけであります。

例えばヨーロッパなどでも失業は大問題となっていますが、日本のように解雇された労働者が解雇と同

時に路頭に迷うといった事態は起こっていません。平成の大合併で全国の市町村の数は減ったのに、東京

の首都のど真ん中に派遣村という村が生まれたのは日本だけであります。いかに働く人の雇用と生活、国

民の暮らしを守るという最低限のまともなルールも日本にはないということのあかしではないでしょう

か。

総選挙は遅くてもこの秋までには行われますが、総選挙は今のこの経済危機からどうやって国民の暮ら

しを守り、どう日本経済を改革するのかの政治の中身が問われる選挙であります。日本共産党は、雇用と

中小企業、農業などの日本産業を中心にする内需の日本経済をつくるとともに、構造改革路線を転換し、

構造改革でゆがみ切った日本社会の政治の中身を変える、このことなしには日本も佐渡も未来はない、こ

の立場で頑張ることを表明し、具体的な質問に入ります。

まず最初にお尋ねをしたいことは、この間の国の経済危機対策を、政治家髙野市長はどうとらえている

かということであります。昨年から経済危機の対策と称して、自公政権は多額のばらまき予算を行ってお

ります。これは、マスコミやエコノミストも含めて、総額ありきで一過性、選挙目当てで効果は一時的で
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しかない、こういう批評が多いわけでありますが、そして、このばらまきのツケは消費税の大増税で賄う

ものであります。こんなことでは佐渡の経済もよくならないと思うわけでありますが、髙野市長はどう考

えているのか、見解を伺いたい。

この国の予算を使っての佐渡市の補正予算が組まれました。きのうもありましたが、さきの５月末の佐

渡汽船片道1,000円などもそうでありますが、国の予算のように一過性にするのではなくて、いい施策は

将来につなげていくべきと考えますが、どのように考えているのか。

経済危機対策の３番目には、今議会の質疑の段階でも取り上げましたが、地域医療再生交付金について

であります。これは、県に基金としてプールされ、地域の実情に応じて取り組む事業に使えるものであり

ます。昨年来、厚生連佐渡病院建設への財政支援の30億円が焦点になっていますが、医療について県の責

任を果たさせるためにも、この基金を使えるようにすべきではないか。現在どのような対応をしているの

か、お伺いをしたいと思います。

２番目には、高齢者福祉についてであります。３月の代表質問でも取り上げましたが、佐渡市は介護保

険料の減免の規定を持っています。ところが、どうも活用状況は極めて低いと思うわけですが、深刻な暮

らしの状況の中、この規定を活用すべきではないかということであります。活用の状況や保険料の滞納状

況等はどうなっているのか、お尋ねをいたします。また、保険料だけでなく、介護保険のサービスを受け

た場合の利用料の軽減対策も必要ではないか。特に、施設入所では１カ月10万円近くの利用料を負担して

いるわけでありますから、本当に深刻です。これは、お配りをした資料、ナンバー２にありますが、こう

いった場合の軽減対策をとるべきではないか、見解を求めたいと思います。

高齢者福祉についての２番目は、福祉車両への助成制度を行うべきではないかということであります。

国は、エコカーなどへの助成を始めておりますし、また本年髙野市政も、トキ、エコをうたい文句にし、

電気自動車の取り組みも行います。私は、こういったエコカーの環境対策も大事だが、高齢者の多い島と

して、年間３万台余り普及されているという福祉車両への助成制度をつくり、高齢者対策の一つとして位

置づけるべきではないか、答弁を求めたいと思います。

３番目に、保育事業についてであります。この問題でお尋ねをしたいことは、佐渡市の保育園統廃合計

画等にかかわる点についてであります。今年度から実施になった新保育所保育指針は、これまでの指針と

は大きく位置づけが変えられているとともに、保育の質に焦点を当てたものとなっています。保育園統廃

合計画は、保育の質の向上のためと称しているわけですが、統廃合計画とのかかわりで保育の質をどう考

え、佐渡市の幼い子供たちの保育や教育をどう考えているのか、考え方をお尋ねをいたします。

また、現在保育制度の改編のスケジュールや与党内からも幼児教育の無料化などが言われており、制度

そのものが数年後には大きく変わる可能性があるわけでありますが、保育園の統廃合計画はこの状況を見

きわめてから行うべきではないかと考えます。答弁を求めたいと思います。

４番目にお尋ねをすることは、ことしの４月から実施をされたごみの廃プラスチックの分別状況、そし

て市民の反応はどのようになっているのかお尋ねをします。そして、どのようにとらえているのかもお聞

きしたいと思います。実情は、分別の状況が悪くてどうしようもないという状況下のようですが、これは

市民レベルからの積み上げによる施策ではないということがこのような状況を生み出しています。集落単

位などで、例えば衛生班なども含めて、ごみの分別に対する意識や理解の上での取り組みこそが重要と考
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えますが、答弁を求めたいと思います。

最後には、地域づくりについてお尋ねをいたします。平成の市町村合併により、周辺地域が疲弊したと

いうのは総務省も認めるところで、佐渡も例外ではないと私は考えます。こんなことも含めて、今全国各

地では、地域をどうつくるのかの真剣な取り組みが始まっております。佐渡は、歴史や文化、自然に恵ま

れた島で、全島全域にそれなりのものがあります。そこに焦点を当て、それぞれの地域の宝物を地域づく

りのきっかけにすべきではないか。これは、地域活性化というだけでなく、観光や歴史、文化の佐渡とし

ての価値を高めるものと考えますが、どのように考えるのか、見解を求めます。

以上、１回目の質問とします。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君の一般質問に対する答弁を許します。

髙野市長。

〔市長 髙野宏一郎君登壇〕

〇市長（髙野宏一郎君） おはようございます。それでは、早速中川直美議員の質問にお答えしたいという

ふうに思います。

最初に、経済危機対策についてでございましたが、現在本当に大変な時代を迎えているわけでありまし

て、幸か不幸か、佐渡の場合一次産業やその他地盤に根づいた仕事が比較的その比率が高いという意味も

ありまして、都会におけるような非常にひどい状態ではありませんが、もともとひどいわけでございまし

て、そういう意味では今後の対応についても十分留意していかなければいかん。不景気やそのとらえ方と

同時に、国の施策についてご批判ございました。それについてとやかく言うべきものでは、私はありませ

んが、佐渡にとっても今回の各種の交付金、特に昨年度、つまり20年度の第２次補正や今回の当初補正に

つきましては、非常に佐渡にとっては有利であるというふうに考えている。当然国も財政的な問題があり

まして、後ほどはいずれにしろ増税があるにかかわらず、増税負担に比べれば佐渡にとって交付される交

付金の比率というのは圧倒的に多いというふうに私は考えております。例えば、今回の国の臨時経済対策

交付金の中で、財政力が弱いところには約２割増し、離島には約２割増し、その他国の平均の支給される

交付金に比べて大幅にふえているところもありますから、これはぜひうまく利用しなければいかん。その

中で12.6億円が来たわけでございまして、今回後ほど詳細な組み立てがわかり次第、我々も若手中心に経

済対策組み立てをしているわけでございますが、その中では１つはフェリーの1,000円、そのほかにも運

賃補助や地域の中小の建設業者の皆さん方に対する速やかな工事の発注等々、島民に対して非常に大きな

厚みのある施策をしているところでもございます。

それから、いいものは残せばいいではないかということですが、これはあくまでも今回のものは経済対

策として来ているものでございまして、これが将来とも残せるかどうかについては今後検討しながらいか

なければいかんではないかと。できるだけそういうのは残したいとは思っていますが、財政との調整が必

要だろうというふうに思います。

それから、地域医療再生交付金でございますが、これご存じのように全国100億10カ所、30億70カ所、

県当たり大体２カ所ぐらいを県が中心になって、佐渡医療圏としてどういうふうにできるかということを

これから検討していくということでございますので、県と一緒になって、必要なところはぜひ我々にもそ

の恩恵が来るように努力をしていきたいというふうに考えております。
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高齢者福祉の介護保険につきましては、つまり生活保護を受けられるような弱者でありながら生活保護

に手を挙げない方々がございますので、この件につきましては、議員が言われるように十分配慮していか

なければいかんということで、ほかの自治体等の動向も検討しながらやらせていきたいというふうに思い

ます。

福祉車両の問題では、保健福祉部長に説明をさせたいというふうに考えております。

それから、保育事業について、保育園の新たな役割を新保育所保育指針で明らかになってきているわけ

でございますが、これにつきまして、特に保育園統廃合の問題については、極めて他の類似団体に比べて

箇所数も多い保育所も、この人口がどんどん減っている中で、どうしても施設のサービスの質が問われる

時代になっております。そうしますと、今の数でそのサービスの質に対応するということは到底できない

わけでございまして、できるだけ早く可能な限り統合して、かつ現状の保育所の質を上げる。今でも非常

に大きな問題がございます。例えば延長保育なんかについてのサービスが本当に行き届いているのかどう

か。現状のままでは、これ以上のことはなかなか佐渡の財政力ではできないということもありまして、ぜ

ひニーズに合わせた保育所の建設は当然民間移譲、あるいは保育所の統合ということは避けられないとい

うふうに考えているところでございます。

ごみの収集について、廃プラの収集を始めてみて、これ担当から説明させますが、当初考えていたより

回収量が非常に多い。しかし、汚れたままであるとか、そういう意味で本来廃プラの中の汚れている分は

燃料として、エネルギーとして使うというのまで分別で入ってきてしまうとかいう計算外のこともありま

して、もうちょっと市民への周知が必要だったのではないかということは当然おっしゃるとおりでござい

。 、 。ます 市民のご理解が得られるように 今後とも情報を出し続けていきたいというふうに考えております

地域づくりについて質問がありました。地域にある価値あるものを中心とした、集落がそれを担ってき

、 。 、たところも非常にございますし 一部神社仏閣がそれを担ってきたところもあります ただ行政としては

そういうふうな独特な歴史や文化、あるいは宗教絡みのことについてもなかなか手を出せないところもあ

りますので、このまま効率優先だけでは我々の生活を守れないし、歴史も守れないということもあります

ので、この保存活用事業は、新たな組織をつくって、民間の知識も入れて、ぜひ手落ちのないようにやっ

ていけるように現在準備をしているところでございます。そういう意味でご理解をいただきたいと思いま

すが、具体的活動につきましては教育委員会から説明をさせます。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

渡邉教育長。

〇教育長（渡邉剛忠君） お答えいたします。

ご質問の、地域にある文化財を中心とした地域づくりの取り組みが必要なのではないかということでご

ざいます。私ども教育委員会では、伝統と魅力のある地域文化の保存継承を目的といたしまして、佐渡の

歴史文化、自然等に関する調査研究を行っております。その成果をデータベース化をいたしまして、市の

ホームページや、あるいは研究企業等を通して情報発信をしているところでございます。

その一例といたしましては、埋蔵文化財を含む多くの文化財がございます。また、有形の建造物あるい

は無形の民族芸能等、またそうしたものに関する書籍や論文等の出版物など、たくさんございます。これ

、 、らの調査研究結果をもとに その成果を地域の皆さんが地域の宝として一緒になって認識していただいて
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地域づくりに活用することによって地域の活性化が図られた新しい島づくりにつながっていくものと考え

ているところでございます。

〇議長（竹内道廣君） 補足答弁を許します。

金子市民環境部長。

〇市民環境部長（金子 優君） 廃プラスチックの分別について、現況といいますか、問題点の説明をさせ

ていただきます。

議員おっしゃるように、我々のほうで昨年度から地区等々へ説明を行ったわけですけれども、若干説明

不足の点もありましたし、もう一歩収集業者、それからクリーンセンターで整理をする従業員に対しても

説明不足の点がありました。おっしゃるように、４月の当初には非常に混乱をしました。その後、広報、

回覧等でも市民には周知をしておりますし、我々のほうにも収集業者、嘱託員、市民からいろいろ問い合

わせが来ております。今、その後皆さんで話をしながら大分整理ができまして、５月に入ってからですと

大分４月よりはよくなっております。

ただ、分別の方法ですけれども、今分別の方法は初めと何も変わっておりません。ただ、入っておるも

のが非常に選別ができていない。これは故意もあるかと思うのですけれども、燃えるごみが入っていると

いうようなこともありまして、非常に混乱をしておる。ただし、大分よくなってきております。結果とし

まして、おかげさまで廃プラの量が多いということ、ペットボトルの量も非常にふえておりますし、古紙

。 、 。の回収もふえております 結果として 我々が思っていたよりごみの総量が非常に少なくなっております

また一方では、その廃プラを分別することで、生ごみのコンポスター、堆肥にする容器ですけれども、こ

れも非常に昨年度の倍近く、今申し込みが入っております。市民が協力していただいて、分別に非常に関

心をいただいておるというところでございまして、もうしばらく時間をいただけると正しい分別になると

思いますので、もうしばらくお待ちください。

〇議長（竹内道廣君） 補足答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

高齢者福祉の関係でございますが、特例軽減対象者ということでございますが、これにつきましては特

例によるものについては３期中では該当がございませんでした。

あと、食費、住居費などの自己負担軽減対象者につきましては、20年度ですが、特養施設で468人、老

健施設で145人ということになっておりますし、高額介護サービス費につきましては、20年度１万85件と

いうことでございます。

、 、 、 、あと 車両助成の関係ですが 障害者の車両助成につきましては 制度として本人運転の場合に10万円

介護者が運転の場合に60万円を限度額として助成をしてございます。その実績としましては、18年度が７

件、170万程度、19年度が６件、140万、20年度が５件で90万となっておりますが、一般高齢者への福祉車

両の助成については、現在佐渡市では行ってございません。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 質問を許します。

中川直美君。
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〇２番（中川直美君） 経済危機の関係ですが、政治家髙野市長として、今の自公政権による今後の消費税

増税についてはどうかというお話については、増税分よりも今回交付された金のほうが大きいので、髙野

市長はオーケーという話です。そういう理解でよろしいですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） だれも増税を喜んでいるわけではありませんで、我々が使えるお金があれば当然

増税ということ、増税になるかどうかわかりませんけれども、景気がよくなれば当然増収になるわけでも

ございます。そこのところは、増税がいいかどうかという論議では、私は納得はできない。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 先ほど髙野市長が言ったのは、増税負担よりも交付された金のほうが大きいのだ、

余計だという話だったのですが、今それ訂正されました。

今、国の経済政策の失敗で、本当に地域経済疲弊して、個々の家庭あるいは中小企業者も含めて本当に

深刻で、大変なのです。例えばアメリカ発、アメリカ発と言いますが、本来ならばアメリカが一番経済落

ち込んでいいはずでしょう。ところが、世界の中を見ても日本が一番落ちている。例えば、これＩＭＦの

調べですけれども、成長率で言えばアメリカがマイナス6.3、ユーロはマイナス6.2、イギリスがマイナス

6.1、ところが日本は12.1ということで、極めて落ち込んでいるのです。これはなぜかといったら、この

間の自公政権による外需頼みの経済運営と、そこに同時に進行してきた構造改革路線によるゆがみが深刻

さをふやしているのです。ですから、これ変えないことには本当に佐渡の地域よくならない、こういうふ

うに思うのです。

加えて言えば、アメリカもＥＵも中堅低所得者に対する減税をやると言っているのです。ところが、日

本だけはこの後大増税やる。だから、定額給付金配られたって、安心して使わないのです。そんなふうに

は髙野市長、思いませんか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） これは佐渡市議会でありまして、我々は具体的に自分たちの財布がどういうふう

、 。になるかということがまず大事でございますし 市民がどういうふうに感じるかということでございます

ただ、一言申し上げたいのは、大都市が急激に悪くなっているということです。それは、もし議員がお

、 、 、っしゃるように 貿易を通じて国外の需要頼みの企業があるとすれば それは大都市が中心でありまして

佐渡は比較的さっき申し上げたように第一次産業中心でもございましたから、もちろん進出企業の中には

痛手をこうむったところも当然ありますが、その比率としては佐渡は比較的穏やか。ただ、もともとがよ

くなかったということもありますので、その比率は単純に佐渡に当てはめるということはできないという

ふうに考えます。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 市長の姿勢はよくわかりました。

資料ナンバーワンで見ていただきたいのですが、この間国が地方にばらまいたお金です。私気になって

いるのは、例えば平成20年の一番頭にある交付税増分の地域再生対策費5.97億円、21年度になっても同じ



- 104 -

。 、 、ように5.97億円来るはずであります この間 例えば経済危機対策と称して20年の11月にもやりましたし

20年の３月末の12.7億円、あと先ごろやった17.6億円、これは予算化しました。ところが、私気になるの

、 、 、 、は この地域再生対策費分と もう一つ今年度でいえば雇用創出の5.4億円分 これは国の趣旨で言えば

経常経費に入れるのではなくてこういった趣旨に使えという、しかも使い方は使途は緩やかなものなので

すよね。これはどのように使う計画なのか、お尋ねをしたいと思います。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

本間財政課長。

〇財政課長（本間進治君） お答えいたします。

今ほど言いました地方再生対策費ですが これは地方交付税に算入されるものでございまして 平成20年、 、

度では５億9,700万入っております。このそもそもの趣旨につきましては、地方税の偏在にかかわるもの

を交付税で措置していただいたと。そういうことでございまして、私たちにつきましては全体予算の中で

の措置という考え方をとっております。

以上でございます。

〔 5.4億円は」と呼ぶ者あり〕「

（ ） 、 、 。〇財政課長 本間進治君 現在の地域雇用 同じく本年度から２年間ですが 地方交付税に算定されます

ただ、おおよそ額は５億4,000万ぐらいではないかということなのですが、交付税の決定は７月、８月に

なりまして、今のところは確定ではございません。このものの趣旨については、雇用情勢、地方公共団体

が雇用創出につながる事業に結びつけなければならないという考え方で、私たちといたしましては、事業

を創出することによりまして、そこで新たな雇用を生み出していただく、そういう考え方のもとに予算編

成をさせていただいております。

以上でございます。

〇議長（竹内道廣君） 質問を許します。

中川直美君。

〇２番（中川直美君） 地方再生対策費についても、交付税ですから、もちろん学校の交付税であろうと保

育園関係の交付税であろうと、どこに使おうとそれは自由なのです。だから、今年度純増した分にしたっ

、 、 、 、て 交付税の趣旨から言えば どこに使おうがそれは自由なのですが 今のこの経済状況や中身でいうと

やっぱりこういったものは地域雇用創出推進費の5.4億円ではないけれども、やはりその趣旨に沿って使

っていく、これやっぱり必要ではないか。地方再生対策費についても、これは経常経費に入れるのではな

くて、やっぱりこういった対策に使っていく必要があるのではないか。

例えば、この前の20年の３月のときの12.7億円、これはもともとやろうとしていた事業を前倒しですよ

ね、ほとんどが。つまり、本来やる予定だったのを前倒しした。ですから、本来この部分はかなりのお金

まだいろんな対策に私使える中身があるのではないかと思うのですが、その辺はいかがですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

本間財政課長。

〇財政課長（本間進治君） お答えいたします。

今ほど言いました分につきましては、補正第11号で新年度に計画しておる事業につきまして、期間がな
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いこともありまして、大分前倒しをさせていただきました。それとあわせて、21年度につきましても、前

年度対比、予算総額若干減っておりますけれども、その中で事業を計画しておりまして、予算措置をして

おりますので、そこでクリアさせていただきたいという考え方のもとで予算をつくっております。

以上でございます。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） ぜひその趣旨に合った、こういった状況だからこそ、その趣旨に沿って使っていた

だきたいな、このように思っているところです。

、 、 、いいものについてはやっぱり続けていくという この努力ももちろん大いに必要だと思うし 皆さん方

髙野市長が自慢するように、若い職員中心に本当に効果的なものをつくったなら、やっぱりいいものを、

厳しいけれどもどうかして残していくと、この姿勢が私必要ではないか、このように思っております。

。 、地域医療再生臨時特例交付金の件についてお尋ねをいたしたいと思います 先ほどの市長の答弁ですと

、 、 。県と協議をして これから県と一緒になって考えていくという話なんですが 全国で3,100億円ですよね

この中身は、内訳はどのようになっているか、承知していますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

この地域再生臨時特例交付金につきましては、今の情報ですと全国で100億円規模を10カ所程度、30億

円規模を70カ所程度、地域二次医療圏を対象として計画をつくって、そこに各県で基金を盛りまして、そ

こに投入するという計画だという情報をいただいております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） いいところをしゃべらないんですが、1,000億円のその中身を教えてください。つ

まり2,100億円と1,000億円の中身。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

その内訳については、まだ存じておりません。

〇議長（竹内道廣君） 質問を許します。

中川直美君。

〇２番（中川直美君） 内訳はさっき言ったのです。100億円掛ける10。下の2,100億円は、30億円掛けるの

内訳は言ったのです。だから、1,000億円の趣旨、どういうものに使うか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

制度は先ほど言いましたように県の基金なんですが、これのどのようなところに使うかということでご

ざいますが、項目としては、地域医療の再生に向けた総合的な対策というところと、あと大学院などと連

携した医師派遣機能の強化、地域内での医療機関の機能強化、機能役割分担を進めるための連携強化、短
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時間正規雇用制度など多様な勤務形態の導入による勤務医、看護師の確保、医療機能の連携や遠隔医療推

進のための施設設備の整備などとなっております。

〇議長（竹内道廣君） 質問を許します。

中川直美君。

〇２番（中川直美君） 今のは総務、内簡ですよね。私言います。地域医療の再生計画、県ごとにつくると

いうのが大前提なのですが、1,000億円は医療機関の増改築を含むことにより大規模な財政支援が必要な

ケースに充てるものが1,000億円です。ついでに言っておきますが、2,100億円は既存の医療資源を活用し

た連携強化面のソフト面だと、に2,100億円、合わせて3,100億円というのです。だから、1,000億円今聞

いてどう思います。例えば医療機関の増改築等を含むことによる大規模な財政支援が必要なケース、佐渡

もそれに当てはまると思いませんか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） 今議員おっしゃるようなところに使えるのであれば、総合病院の建築等

もございますし、市営の病院等を持っていますので、そういう部分に使えればと思っております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

（ ） 、 。 。 、〇２番 中川直美君 市長 ぜひちょっとしっかりしてください 財政厳しいのでしょう 厳しかったら

この間昨年来議論があるように、県が佐渡の医療に対する責任果たしてきていないというのが、執行部も

議会も含めて、そういう認識なわけです。私の言うとおりでは、これ私が言っているのではなくて、書い

てあるものを見て言っているのですが、そのとおりなのですから、これから県と相談をしてなんていうの

ではなくて、早くこの情報をつかんで、県にきちんと働きかけをしていく、このこと必要なのではないで

すか。今総務課やっているようですが、確かに100億円掛ける10の医療圏域ということになっていますか

ら、国はそれなりの想定はしているのです、もちろん。やはりきちんと県に責任を果たさせるというとこ

ろにスタンスを置いて、これから県と相談してというのは、県のご機嫌を伺ってお金出てくるものでは、

私ないというふうに思うのですが、その辺お伺いしておきます。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） 今回この件で、県も補正予算の中に調査費をつけております。我々も当然この枠

取りのためにこれから活動していかなければいかんわけなので、これからそういうステージが広がってく

るというふうに考えております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） そうしますと、厚生連建設30億円のうち、幾らかは県からもらってくるという理解

でよろしいですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） もらってこれるかどうか、約束はできませんけれども、これはやっぱり佐渡市の

現在お願いしているということもありますし、継続的にやっていくということです。
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〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） この関係でもう一点だけお伺いをしておきます。

私の資料にも書いておきましたけれども、雇用創出の交付金の関係です。前回1,500億円で、３年間で

6,000万。今回は、3,000億円は上乗せされましたから、前回の倍です。そうすると、単純計算でいくと１

億2,000万、約２億近い金が私佐渡の雇用創出に使えるのではないかというふうに思っているのですが、

その辺はどうなのかお尋ねをしたいのが１点と、基金との関係では、今回国の予算編成の中で指摘されて

いるたくさんの基金つくりますよね。その中に安心こども基金が拡充もされました。また、高校生の授業

料減免の緊急支援、こんなのもつくられましたが、こういったものの対応は、皆さん方どのように考えて

いるのか、お尋ねをしておきたいと思います。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子産業観光部長。

〇産業観光部長（金子晴夫君） お答えいたします。

雇用創出につきましては、現在6,000万円で佐渡分としていただいておりますけれども、今回基金がふ

える部分について、幾らになるという、まだ情報はいただいておりません。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤企画財政部長。

〇企画財政部長（齋藤元彦君） お答えをいたします。

今産業観光部長申し上げました緊急雇用関係の基金以外に、合わせて15の基金がまさに今回国の補正予

算を受けて立ち上がる予定となっておりますが、昨日の県のほうの補正予算の発表では、幾つかの基金が

創設に向けて動き出したという報道もあります。したがいまして、県のほうとしっかり情報収集をそれぞ

れの課がして、しかるべき対応をしっかりしていくようにということで、昨日市長のほうから各課に指示

をしたところでありまして、引き続き各課がしっかり情報収集して活用していくという形になります。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 佐渡汽船1,000円の例の補正、新潟県内の中でも特別に早いんですよね。多分全国

的に見ても、国の予算がほぼ決まる前に出したというのは異例だと。私ある意味、逆に言うといいことか

なという気もするのです。つまり先手、先手で国の予算の中身調べて、何に使えるかと活用していくとい

う点で、私いい側面があるというふうに思うのです。

先ほど答弁なかったのですが、第１次の、３段ロケットの昨年度末の基金で、先ほど言った安心こども

基金、これ佐渡市手を上げませんでしたよね。この後やりますが、保育の関係でいうと、先ほど市長は佐

渡市は金がないのでと、こんなお話でしたが、何で手を上げなかったのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答え申し上げます。

安心こども基金の関係でございますけれども、昨年の20年の補正で、県としましては14億円の積み立て

があったというふうに聞いております。それに対しまして、我々のほうとして希望等も調査したところで
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すけれども、ちょっと該当がないということで、今回は取り組みを見送りました。今回はそれ以上のまた

積み立てがあるというふうにも聞いておりますが、なかなかメニューの追加等も今回あるということです

ので、これについてはまた中身を確認しながら積極的にちょっと検討をしてまいりたいと、そんなふうに

考えています。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 質問を許します。

中川直美君。

〇２番（中川直美君） どうして社会福祉部は手を上げなかったのですか。例えば次世代育成行動支援計画

の中で、あなた方やろうとしている事業でやらない事業があるではないですか。安心こども基金で、例え

ばどんなのがあると思いますか。病時・病後児保育の実施促進など、こんなのもあるのです。あなた方計

画を挙げていて、ことしが前期の最終年度でしょう。佐渡市は何で手を上げなかったのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答えします。

病後時保育等のメニューありますが、佐渡総合病院さん等との調整等もそれはさせていただいた中で、

その辺の調整がまだ調い切れないということ等もありまして、病後児保育等の対応については、ちょっと

今回は実行できないということで見送りをさせていただいたところですが、今後ともニーズ等を確認しな

がら検討してまいりたいと、そんなふうに思っております。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 今の件で言っておきますが、次世代の育成支援行動計画、前期計画ことしで終わり

なのです。だとすれば、やっぱりこれ早く手を打っていく、本当にこの計画やる気があるなら。どうも本

当にやる気があるのかどうなのかというところを疑わざるを得ませんが、ぜひ基金についても使える要素

があるのを私いっぱいあると思いますから、工夫してまず取り組むことが必要だということを強く指摘を

して、次の問題に移ります。

次は、高齢者福祉の関係ですが、先ほど市長は、生活保護みたいな人もいるのだけれども、そういう方

々ぐらいには何かできるようにというお話でしたが、例えば私今回資料で示しましたナンバー２ですが、

介護保険制度変えられて、表を見てもらうとわかるのですが、介護費用の１割よりも居住費、食費、日常

・娯楽費みたいの、そういった自己負担額のほうが多いのです。例えば要介護３のものを並べてみました

が、高いところで13万6,260円、１カ月ですよ。これは、これを払える人というのは、なかなか私少ない

のではないか。その表の隣に書いてありますが、先ほど部長のほうからも報告ありましたが、食費と居住

費の負担限度額となっている。つまりこれ軽減するというやつ。せめてこのぐらいのことが困っている人

には当てはめられるようなことをしなければ、もともと入所そのものが難しいのですけれども、入れると

いったってこの負担持てない、そんなふうに思いませんか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐藤高齢福祉課長。
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〇高齢福祉課長（佐藤一郎君） 議員のご質問にお答えをしたいと思います。

議員の資料にもございましたように、利用者負担が高いというお話、私どもも耳にすることがございま

す。これにつきましては、平成17年の10月に国が介護保険制度を改正いたしまして、食費、居住費の負担

を上げたということが一つの原因だと思っております。中川議員のご指摘にもありましたように、利用者

負担、利用料の負担につきましては、ほかの県内等の市町村で実施しているところもございますので、そ

のあたりのシミュレーションを検討いたしまして、調査研究をさせてもらいたいと思っております。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 調査研究もいいのですが、今現に私困っている人いると思うのです。例えば失業さ

れていてもいいです。母親抱えて、入れることになったのだけれども、この負担は耐えられない。１カ月

10万も13万も出せる。余り私公務員バッシングしないのですが、どちらかというと皆さんは出せるかもし

れませんが、本当に厳しいのですから、これやっぱりすぐ対応していくこと１つ。

それと、本当にこういったことで困っている人がいたら、その方々に何ができるか、すぐ対応していく

必要があるのではないですか。トキが向こうに行ってえさがなくて困っているというのではなくて、佐渡

にいる人が高齢者福祉、佐渡では高齢者福祉の問題がないような島つくる、これも大きな大切なことだと

思うのですが、その辺もうちょっと、調査研究というのは前向きな答弁といえば答弁なのですが、本当深

刻な現実があるわけですから、もっと早急に対応策考えるというふうな気にはなりませんか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

深刻な事態にいらっしゃるということでございますが、そういう方については、やはり福祉の精神から

いきますと、当然早急に対応していかなければならぬと思っております。ただ、それもある程度のルール

づくりをつくる必要があると感じておりますので、そういう点では早急に調査研究を進めていきたいと思

っております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） それでは、介護保険料の減免についてお尋ねをいたします。

これは、先ほども言いましたが、佐渡市になってからずっとその他市長が必要と認める特別な事情があ

るときには保険料を減免するということをずっと条例持っているわけです、何年来。ところが、これ私多

分件数の報告はなかったようですが、あってもこの間１件か２件ぐらいだろうと思うのですが、その件数

の状況と、なぜ件数が少ないのか、お尋ねします。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

、 。 、件数につきましては 先ほどないということでお答えさせていただきました この減免の条項の中には

一応震災、風水害、災害の場合とか、あるいは生計の障害を受けた方とか、長期入院とか、あと事業等の

休業による収入の減とか、農作物の自然災害とかというような理由については減免されるようになってお
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るのですが、その他市長が必要と認める特別な事情があるところというところについては、先ほど言いま

したように、特に今のところないということでございます。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） つまりごみと同じなのではないですか。周知徹底がされていないから活用されない

のではないですか。ご案内のように、これは県内の中で21しかこういった条項は持っていないのです。全

国的に見てもこういう条項を持っていないところも多いのです、実は。先ほどの話ではないけれども、こ

れはその他市長が必要と認める特別な事情ということの中身をきちんと決めていないから、対応できない

のではないですか。

それともう一つは、あなた方こういった「介護保険」という冊子を毎年出しますが、ここには保険料の

こんなことができるというのないですね、多分。だから、周知徹底ときちんとしたこのルールづくりも必

要だと思うのですが、いかがですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

、 、 、先ほどの課長の答弁の中にも若干出ておりましたが そのルールづくりについては この項目も含めて

他町村の例を見ますと、やはりないというところと決めて該当させているところが半々ぐらいございます

ので、そこらあたりの検討をさせていただきたいと思っております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 幾らいい条項を持っていても、使わなかったら意味がないのです。例えば利用料の

減免についてもそうですが、県内でやっているところあります。こういったところに学んで、佐渡はトキ

も多い島かもしれませんが、高齢者も多い島なのです。それにふさわしい施策をやっていこうではないで

すか。ぜひ真剣に検討していただきたい。

続いて、福祉車両の件ですが、エコカーも私悪くないと思うのです。高齢者の多い島だからこそ、こう

いったものを普及して、高齢者に優しい取り組みしていく必要あると思うのですが、その辺どのように考

えていますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

先ほど高齢者に対してのそういう助成制度は今ないということでお答えさせていただきました。これに

つきましても、議員おっしゃるとおり高齢者今後ふえていくことが想定されますので、これにつきまして

も予算とも相談必要ですが、佐渡の高齢福祉の方向としてこういう制度を導入したほうがよいのかどうか

というところを研究させていただきたいと思います。

〇議長（竹内道廣君） 質問を許します。

中川直美君。

〇２番（中川直美君） ご承知だと思うのですが、福祉車両は消費税が非課税になります。車のタイプによ

っても違うのですが、非課税になっているけれども、ある面から私ちょっと調べましたら、普通のタイプ
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の車と幾らぐらい違うかというと、47万から26万ぐらいやっぱり違うのです、車両本体で。ご案内のよう

に、介護の認定をされようがされまいが、高齢者になると足腰弱くなったり、私がお聞きした例だと、病

院に行くのにお父さんとお母さんで車に乗せるまでに本当に手間かかると。ですから、せめていすがこう

来るとやっぱり楽だという話がありましたが、本当にそういった実態もあるのですから、ぜひ前向きに検

討していただきたいということで、次の問題に移ります。

時間がないので、先にごみのほうをやります。ごみのほうの問題にお尋ねをします。先ほど部長の答弁

ですと、４月は悪かったのだが、５月以降、５月に入って本当にいいと、全体としてよいのだというお話

でしたが、私この写真は５月なのです。私が見た限りは、部長の答弁とは全く現場が違う。ちなみに、こ

のナンバー６の写真、説明しておきますと、見にくいのですが、しゃもじで一生懸命こうやってやってい

るのです。この下に書いていた、当初想定した量を上回る搬入量があり、人海戦術で５人の確保が必要と

いうことですが、先ほどの部長の答弁ですと、全体としてよいので、この５人の確保３年間要らないとい

うような状況ですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子市民環境部長。

〇市民環境部長（金子 優君） お答えをします。

５人の雇用の件ですけれども、今５人の雇用ですと交代で働いていただいておりまして、常時５人では

ありません。それで、今出てくる量を処理するには、５人の方が１日動いていただいてやっと処理ができ

るという状況です。状況がよくなったという話をしましたのは、入ってくるごみが非常に、間違った物、

燃えるごみが入っておるとか、それからもう一つは汚れた物が少なくなってきております。これは、選別

しておる方々がそういう話をしておりますので。ただし、量は減っておりません。選別がうまくできてき

ておるということでございますし、もうしばらく、大分皆さん理解いただいておりますので、時間がくれ

ばもっとよくなってくるというふうに理解をしております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） ポイ捨ての条例でもそうだし、私このごみの問題でもそうだと思うのですが、やは

りいいことを上からやるのではなくて、下からやっぱり積み上げていく。環境にいいことだから、本当に

いいのです、この廃プラの分別。だけれども、人によると、何でこんな変なことをしたのだと。説明がう

まく通じていないのです。人間というのは不思議なもので、一回変な先入観を持つと協力態勢できないの

です、これ。そういった点では、私は１つは集落単位でのもうちょっと認識高めていただくような、もう

一回、衛生班なくしてしまいましたから、逆に今度は新たな仕事を押しつけるわけですから、集落として

も今度は逆に抵抗感あるのです。そういうところをやっぱりきちんとやっていかないと、いいことが悪く

なってしまう、こんなふうに思うのですが、どう考えているか、１つ。

もう一つは、結局廃プラ分別をやったのだけれども、分別ではなくて混入をしてきたというのが今回の

この間ですよね。つまりお金を出して袋に入れる物をここに入れてしまえばただだからというような傾向

も、私中身見るとあると思うのです。そういった意味でも、ごみ問題に対する理解と認識、意識の向上が

私どうしても必要だ、このように思うのですが、どう考えているか。

それともう一つは、あのネット収集、あれ失敗だったのではないですか。その辺どう考えていますか。



- 112 -

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子市民環境部長。

〇市民環境部長（金子 優君） お答えします。

説明不足の感という内容ですけれども、実は幾ら説明しても実際自分がやってみないとわからないとい

、 。 、う部分が これたくさんあるのだと思います 確かに集落に説明が必要であればこれからも出向きますし

ただ実際に自分がやってみて初めてどうしていいのかなということになるかと思います。今回非常に人に

よって違うのは、廃プラというものを何かといって探す方と、燃えるごみの中から廃プラを出すという２

通りあるわけですけれども、そもそもが廃プラという名前自体が非常に理解をしにくいものです。先ほど

話をしましたように、結果として、燃えるごみを分別した方は、ペットボトルはちゃんとペットボトルへ

行きますし、廃プラは廃プラへ行きますし、古紙は古紙へ行きます。そういうことが、これから説明に行

きますと、実際自分が体験しておりますので、これから集落に説明に行くということは非常に有効だと思

います。そういうふうに考えておりますので、これからも要望があれば地区にどんどん出向いてやってい

きたいというふうに考えております。

〔 ネット」と呼ぶ者あり〕「

（ ） 、 、〇市民環境部長 金子 優君 ネットにつきましては 実は廃プラのほうはそうでもないのですけれども

瓶・缶については非常にクレームが出ております。これは、現在地区に集積用の箱があります。あそこに

入れるといっぱいになるということで、出せないという苦情が１点ありますし、瓶と缶を一緒になると重

過ぎて集配の方が車に載せられないという苦情があります。これにつきましては、瓶と缶、今分けると非

常に混乱があるものですから、もう少し小さなネットか袋にしてはどうかというようなことで、今担当に

やらせております。

それから、１つ皆さんが勘違いされている部分もあって、持ってきた袋で入れても結構なのですけれど

も、袋を持ち帰って、わざわざあけて入れてくる方もおります。これは、持ってきた袋のままでも結構で

ございますので、その辺をこれから周知をしていきたいというふうに考えております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） ネットの問題です。今部長が言ったとおりなのです。きちんと分別されている方も

いるのです。ところが、あそこに来てまぜるから、全部だめになってしまうのです。ですから、透明の袋

だったらそんなこと起こらないのです。透明の袋であのネット入れたとすると、だめなものはやっぱり分

類がわかりにくい人はわかりにくい袋になっていますから、それを省けばいいのです。ところが、わざわ

ざ汚くして、雇用創出につなげたのでしょうけれども、分別する。本当に非効率ではないですか。それが

１点。

それと、もう一つお尋ねをしたい。髙野市長のほうがいいのかもしれないけれども、緩衝材、テレビと

か何かあったこういう発泡スチロール、あるいはトロ箱、あれはこの中へ入れて出せますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子市民環境部長。

〇市民環境部長（金子 優君） １点目でございますけれども、おっしゃるとおり廃プラ、持ってきた袋の

まま入れていただけば、分別するときにもう汚い物は完全に分けられるのですけれども、実は今おっしゃ



- 113 -

るとおりで、きれいな物に汚れた物が混在するものですから、あのネットを全部一から仕分けはしなけれ

ばいけないというのは現在の状況です。

一方、レジ袋のゼロというものもあるものですから、袋も減らしたいということと、その袋に入れてい

ただきたいというのちょっと矛盾するのですけれども、袋に入れてきていただいた方については、そのま

ま入れても結構です。

それから、後段につきましては、ちょっと分別表を今チェックをしますので、もうしばらくお待ちくだ

さい。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇市民環境部長（金子 優君） 済みません。これは、廃プラに入れて結構ということでマニュアルに載っ

ております。申しわけありません。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 後段の緩衝材、多分部長現場に行ったことないのです、やってみないとわからない

と言ったけれども。ここの写真のこの下にあるやつ、ネットでこれをあけているところです。まず、何や

っているかというと、目視で、目で見て、緩衝材が入っているものを省くのです。なぜ外へよけるか知っ

ていますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子市民環境部長。

〇市民環境部長（金子 優君） 現場に行っていないというのは非常にあれです。何度も行っております。

最初も行っていますし、一昨日行きました。それで、分別の方法の中で、まず緩衝材を別にするというの

は、発泡スチロール自体、それが選別するときに一番量も多いし、本当はあれを別にしていればいいので

すけれども、一緒になったときにまずそれを別にする。今困っているのは、あれが飛散をするとか、それ

を一たん保管する場所に非常に困っておるのですけれども、今業者がやっておるのは、まずそれを最初に

分ける。それで、選別台の上では小さい物を分けるというふうにやっておるのは、現場で見ております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 失礼しました。きのうも行ってきたということは、よく見てきたのだろうと思うの

ですが、つまりこの上の写真にある、この分別をする前にネットであけるのです、ネットが。ネットは山

のようにあって、そこで今言ったように発泡スチロール関係の厚い物ははねる。それなぜかというと、私

は現場で聞いてきたのは、このしゃもじでやった先へ流れてベルトコンベヤーで上がって、こん包すると

きに、発泡スチロール弾力性あるでしょう、だからだめなのです。市民に配った市報の中には、緩衝材に

。 。 、ついては切って出してくださいと書いてあるのです つまり細かくすればこん包ができるのです だから

ついでに言っておきますが、例えばキムチとか何かのプラスチックのボトル、ふたもプラスチック、ここ

もというやつはやっぱりだめなのです。こん包しようとしてもはね返るから、はねているのです。そうで

はないですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子市民環境部長。

〇市民環境部長（金子 優君） おっしゃるとおりでございます。最後に圧縮するときにすき間ができて、
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うまく固まりません。それは、缶にも言えるのですけれども、しっかりつぶした缶ですと圧縮できないも

のですから、缶もできたらつぶさなくて出していただくと。つぶしたものがかたまりますと、一たん圧縮

したものがそこからぱくんと割れます。おっしゃるとおりで、弾力性のあるものについては、最後の圧縮

するときに非常に問題があるものですから、最初に分別をしております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） そのとおりです。担当の部長でさえなかなかわかりにくいごみなのです。市民がわ

かるわけないではないですか。ですから、市民の皆さん方で協働でこのごみ問題解決していこうというス

タンスに立たない限り、私ごみ問題よくならないと思うのです。先ほど部長は全体としてよくなったと言

うけれども、まだまだ私は難しいのかな。先ほど言いましたが、一回こういうやり方は面倒だなと人間先

入観を持ってしまうと、その後が続きにくくなるというのがやっぱり人間の習性でもありますので、ぜひ

ここは本当にごみをどうやって出すか、住民とともにごみ問題考えていくというスタンスに立っていただ

きたいということを強く申し述べて、次の問題に移ります。

地域づくりの問題です。ナンバー４で紹介をさせていただいたのは、兵庫県の神河町の地域再生への取

り組み。私これ見たときに、小さな細かい表もつけてありますが、そこの地域にある宝物をワークショッ

ップみたいなのでつくり出して、これをそこの取り組みにしていこうということで、これ見たときにまさ

に佐渡はこういった取り組みあってもいいのではないだろうか。その上に書いてある文化財総合的把握モ

デル事業、これは先月ですか、市民に配った佐渡市が今取り組んでいる事業ですよね。こういったものも

含めて、私は縦ではなくて、全体として地域づくりやっぱりやっていく必要あるのではないか。例えば先

ほどの補正でまちづくり交付金ということで、地域の少しでも役立つようにというのを企画財政部でやり

ましたけれども、やっぱりそういった取り組みが私必要ではないかな。その辺どう考えているか。

それともう一つは、隣のナンバー３ですが、佐渡汽船で来ると「能の里」というこういう看板があるわ

けですが、佐渡は全国でも大正以降につくられた能舞台が３分の１とも２分の１とも残っているというこ

とで、非常に希少価値だというふうに言われているわけですが、写真で示したように、私幾つか調査をし

てきたのですが、やはりかなり能舞台が危ないです。先ほど宗教絡みのこともあると言いましたが、大体

。 。 、伝統的文化というのは宗教絡みです 鬼太鼓にしてもそうでしょう 何にしても大体宗教絡みなのですが

実際問題能舞台がなくなっていっては、私は惜しいというふうに思っているのですが、その辺どう考えて

いるのか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤企画財政部長。

〇企画財政部長（齋藤元彦君） お答えをいたします。

地域の宝物につきましては、さまざまなものあるというふうに承知しております。先ほどおっしゃられ

た交付金モデル事業については、現在制度の内容を詰めておるところでございますが、例えばそれ以外に

もチャレンジ事業とかそういったものとか、あと国のほうからさまざまな地域の伝統文化を生かしてまち

づくりをするための交付金というものも結構来ておりますので、実際それを使ってやっていらっしゃる団

体さんもおられますので、そういったいろんな制度を活用しながら地域の活性化につなげていくというこ

とをやっていければいいなというように考えております。
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以上です。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） お答えいたします。

、 。能舞台の関係ですが これについては能舞台の全体の３分の１は県や市の文化財に指定されております

それで、能舞台のほとんどが神社に付随している能舞台というふうに考えております。それで、保存には

氏子さんの各位の理解が欠かせないかなというふうに考えておりますし、それの活用については氏子さん

の理解、それとその活用が図ることができなければ指定文化財といえども保存のほうは難しいかなという

ふうに考えておりますし、能舞台の保存と活用はセットで検討されるべきであって、今後地元の団体等と

意見を交わしながら保存に努めていきたいというふうに考えております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 市長、どうですか、今の教育次長の答弁。つまり活用がなされなければつぶれても

いいというような、私発言に聞こえたのですが、市長もそのように考えますか。例えば両津にあった伊豆

神社というのですか、読み方間違ったら失礼ですが、あそこにも能舞台があったそうですが、夏の大雨で

つぶれたそうですよね、ちょっと前の話ですが。そういうふうに、私はこのあること自体が価値があると

思っています。そして、これがなくなったら、もとに戻りません。先ほど教育次長の話だと、活用しない

ものだったらしようがないという話ですが、私はそうは思わないのですが、市長はどのように考えていま

すか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） あることが存在理由ではなくて、やっぱり使って何ぼかということではないかと

いうふうに思いますが、それはそれとして、佐渡の営々として1,000年以上にわたって受け継がれてきた

伝統文化、芸能、あるいはそういうふうなハードも含めて、非常に住んでいる人と一緒になって積み重ね

られてきたもので、現在そういうものが行政でやるべきかどうかと。今の山本次長の話は、そういうとこ

ろから来ているというふうに思いますが、その枠を超えて文化の保全維持、あるいは伝統文化振興を含め

てやろうというのが、今回の公益法人を立ち上げて、我々の手の届かないところをケアしようという考え

方でございますので、スポーツとあわせて、それなりのハンディを乗り越えてケアできるような仕組みを

つくりたいというふうに考えております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） ちなみに、この写真の能舞台ですが、これは佐渡百選に選ばれている小泊の石臼塚

の白山神社のすぐわきに、その百選の隣にあるやつです。写真わかりにくいのですが、行ってみるとかな

り傷んでいます。これなくなったら、やっぱりもう復活しません。ですから、そういった取り組み、私は

世界遺産とのかかわりも含めて、景観条例だってそうでしょう、世界遺産との関係も含めて進めているわ

けですから、こういったことをきちんと行政も目配り、気配りしながらやっぱり取り組んでいく必要があ

るということを述べて、最後の質問に移ります。

保育園の関係についてお尋ねをいたします。私今回資料に出しておきましたが、保育園の統廃合計画に
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は民営化はないのです。総務部の行革課案では、公立保育園をゼロにするというのが今の案ですよね。こ

れどちらが本当の考えですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

18年に出しました保育園の統合計画の中には、民営化はうたわれてございません。ただその後、今行革

の資料の方向性として出されているものには、最終的には指定管理か民営化というような方向になってい

るかと思います。

〔 どっちなの」と呼ぶ者あり〕「

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） 統合計画はあくまでも統合計画でございます。計画のとおりでございま

す。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） ですから、どちらをあなた方は進めるのですかと聞いているのです。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

これにつきましては、議会の行革の委員会等とも今ちょうどお話をさせていただいているところでござ

いまして、統合につきましては、統合計画のとおり進めていきたい。あと民営化につきましては、やはり

具体的には人件費等を減らすためには民営化を進めなければ減っていかないだろうというところがござい

ますので、これについては差し向きある程度効率的に運営できる園から民営化を進めていきたいと、移行

していきたいというふうに今考えております。

〇議長（竹内道廣君） 質問を許します。

中川直美君。

〇２番（中川直美君） 市民への説明責任はどうするのですか。皆さん方は市報でも、18年の11月ですか、

10月に市民にも公表しているのです。しかも、これも保育園統合検討委員会ということで、専門性の高い

ところで煮詰まってきた案を市民に公表して、それをいきなり変えるんですか。説明責任、それは果たせ

ないのではないですか。例えば例言います。支所の統廃合と支所の民営化というのは別問題でしょう。今

市場化テストで窓口業務が民営化できますよね。それと同じように、別問題ではないですか。どうします

か、市民への説明責任。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

別問題といえば別問題と考えられなくもないですが、保育所の運営、総合的な考えでいけば、これは一

体として考えるべきものだと思います。

統合計画につきましては、そのとおり公表もしてございますので、その後やはり方向としては民営化に

ついても進めていきたいということで、これ市民への説明につきましては、今後しっかりやっていかなけ
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ればならぬというふうに思っております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 総務部長、今の発言でいいですか。つまり一体のものだ。例えば支所の統廃合とい

、 、 、 。うことで言えば 私の理解で言えば 市場化テストがありますから 窓口業務21が今民間にやれるのです

だけれども、それと同じだと今言ったではない。私前段でそのことも含めて言ったら、当然出てくる問題

だ。つまりあなた方の行革の方針というのは、そういう理解でよろしいですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えいたします。

、 、 、 、先ほど支所の統廃合と それから保育園の統廃合 一緒にお話をされましたけれども 私どもとしては

行政部門と今保育園の関係については全く別であります。市民サービスという面から見れば、それは同じ

でありますけれども、それは別だというふうに思いますし、また保育園の統合計画と、それから民営化と

いう、その点につきましては、これまで議会の方々とも相談しながら進めさせてもらっておりますけれど

も、まず統合計画ありき、その上で民営化できるものについては民営化をしていきたいと、そういう方針

であります。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

（ ） 、 、 、〇２番 中川直美君 市場化テスト つまり窓口が民間にできる これは早いうちに決まっていますから

当然その流れ。それをするということと統廃合するということは、私は別だと思っています。

では、佐々木部長にお尋ねをします。どことどこを民営化するのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

それは先ほどもちょっと触れましたが、やはり経営的、ある程度の規模を持って、これは民間にやって

いただくわけですから、ある程度の経営面、運営面のことも考慮しなければ引き取り手もいらっしゃらな

いということもございますので、そのようなところからやりたいということで、具体的な計画等につきま

しては、民営化の検討委員会を早急に立ち上げまして検討をしていくということで、今どこという計画で

はございません。

〇議長（竹内道廣君） 質問を許します。

中川直美君。

〇２番（中川直美君） ある程度の規模というのは、何人規模を指していますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

これは、今後の検討課題とは思うのですけれども、先ほど言いました経営の面からいきますと、100人

規模前後あたりが今のところいいのかなというふうには感じておりますが、これはこの後の検討事項だと
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思っております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 部長、保育園の統廃合計画の検討をやった基礎になったところでは、適正規模って

60人と言っているのです。あなた方は、ここにもあったように、子供にとっての幸せを第一に、良質な保

育環境の整備に努めるというのだから、やっぱり60人ぐらいが適正規模な、それも踏みにじるのですか。

私今回通告はしてあるとおり、基本的に何を言いたいかといいますと、今保育制度の改変が言われている

でしょう。保育制度の改変をあなた方はどうとらえているの。それで、全国保育３団体と言われている私

、 、 、立の３団体も 今の国が変えようとしている保育制度は保育の質を落とすし 子供のためにもならないし

民間でも経営ができなくなっていくということで反対しているのです。保育制度をどのように変えられる

と思っていますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答えいたします。

現在国のほう、あるいは少子化対策特別部会等のほうで、確かにいろんな議論がなされております。た

だ、また現在我々のほうに正式にそういった説明等はない段階、まだ中間報告というレベルと聞いていま

すし、いろんな課題があるというふうにも聞いております。なお引き続きこの辺というのは国のほうでも

まだ検討が続くと、そんなふうに思っておりますので、この辺は我々としては引き続き注視はしていきた

いと、そんなふうに思っているところでございます。

以上です。

〔 中身については」と呼ぶ者あり〕「

〇社会福祉課長（新井一仁君） 中身でございますけれども、新たな仕組みとして、市町村が保育の必要量

とかそういったものを定めるですとか、契約の仕方が今度保育所と保護者との間での契約になるとか、そ

ういったふうな中身であるというふうには一部承知はしております。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 国のほうでは、遅くても2013年には実際に移そうと言っているのです。今課長から

説明があったように、わかりやすく言うとどういうことになるかという全体像を小出しにしか出していな

いのですが、介護保険と同じふうにすると言っているのです。これどういうことかというと、介護度１、

２と同じように、保育の場合は３分類というふうに今のところ示されていますが、保育度１は例えば４時

間、５日間、２は８時間で５日間と、こういうふうに分けて認定をするのが市町村が認定をして、あとは

保育園と勝手に契約しろというのが今の制度で、つまり、同じ子供によっても、認定の仕方によって１日

いれない子供が出てくるのです。１日いれないとどうなるかというと、だけれども子供の生活スタイルか

らいえば１日いる必要がありますから、その残りは自己負担分だというのです。これが今示されている案

で、だから先ほど言ったように、全国保育３団体、私立のですよ、それで、私立が気にしているのは、保

育の質ももちろんなのだけれども、保育園の運営費の補助もうなくなるのではないかということで、これ

ではとてもではないがいい保育はできないというので反対しているのです。しかも、なぜ国がこの保育制
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度を変えようとしているかというと、待機児童が多いのは保育制度のせいだから、これ変えると言ってい

るのです。しかも、この案は都会型なのです、逆に言えば、この佐渡にとっては私全くなじまないと思っ

ているのですが、つまりこの橋がいいか悪いかもわからないのです。どちらかというと悪い橋だというこ

とになっているのに、そこを渡ろうとしているのが今の佐渡市だと思うのですが、どうですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

、 、国の制度改革につきましては 今課長が説明した程度しか我々はわかっていないところでございまして

議員今おっしゃるようなところについては、一部は初めて聞かされたところもございますが、それが直接

佐渡市の我々が今進めようとしている方向に反しているかどうかということについては、まだ判断もでき

ませんし、今の状況で保育行政をどうしたらいいかというところにつきましては、今の状況でベストを尽

くすのが必要だと思っております。

〇議長（竹内道廣君） 質問を許します。

中川直美君。

〇２番（中川直美君） それではお尋ねをしますが、民間の保育園と公立の保育園の違いはどこにあると思

いますか、保育の内容で。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答えいたします。

まず、国のほうで保育園の最低基準というのを設けておりますので、まず最低限の施設基準あるいは人

員基準というのは、私立も公立もまずは基礎ベースは最低確保されていると、そういったふうに認識して

おります。あとその上にどれだけのプラスのサービス等がなされているかということの差異があるかと思

いますけれども、公立の場合はある程度一律のサービスの展開ということになりますけれども、私立の場

合は、それぞれが個性を発揮する中で柔軟な保育サービスが提供されているものと、そんなふうに認識し

ております。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 資料の５の④、保育タイプ別の実施状況。よく言われるのに私立の保育園は特色あ

ると言われるのです、音楽であったり、英語であったり。つまりどういうことかというと、教員、逆に言

うとこの１番の、園児が自由に活動を選択して行うことが私立は少ないのです。これはなぜかというと、

子供、お客をとるということも一つあるのだけれども、そういうところなのです。

ところが、今の保育所指針、今回示された保育所指針では、１番の、園児が自由に活動を選択して行う

ことを中心とした保育の原理と方法になっているでしょう。この上につけておきましたが、子供は遊びと

生活を通して学ぶ存在なのです。あたかも大人が何かを教え込むのではないのです。それが、今回法律化

された保育指針なのです。さらにその提供と先ほど言いましたが、私立でいくと３歳、５歳になると英会

話教室がつくと幾らですよとかあるのです。でも、保育というのはそういうものではない。だから、今回
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ピアニストの辻井さんの子育てのあたりもテレビで紹介されていますが、まさに遊びを通してこの子が何

に向くのかということをやるという、ある意味保育士は本当に専門性の高い職業だと、私思うのです。保

育の質が何かというところをきちんとつかまえないと。ところが、今あなた方が言っているのは、預ける

利用者、消費者が、つまりお父さんやお母さん方がいいかどうかで質をはかっているのです。そうではな

いのです。子供の質がどうか。

、 、 。 、日本の場合 保育の質の場合 保育の質についての研究が極めて弱いのです 保育の質の研究でいうと

アメリカやヨーロッパのほうが進んでいまして、何が大事かというと、やはり少人数で、保育士がちゃん

とした身分や安定した状況の中でかかわることがいいのだと、こういうの、もう常識なのです。

おまけに⑤で書いておきましたが、これは、アメリカのレーガン大統領が福祉やいろんなものを切り裂

くというときに研究者が出したものです。すごく膨大なお金をかけて、３歳から29歳まで。結局きちんと

した保育を受けている子供と受けていない子供の比較でやったのです。そうしたら、社会的費用の６倍の

利益を生むということで、行革推進者が真っ青になったそうです。ですから、目先の銭金ではなくて、本

当に地域を担う子供を育てていくという角度で、まず物事を考えていく必要あると思うのですが、その辺

はいかがですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

資料を見せていただく限りはそういう数字が出ていると思います。それと、先ほどの民間の統計資料に

つきましては、そういう形が出ておるかと思うのですが、今現在佐渡市には民営化の園は３つしかござい

ません。そういう意味においても、いろいろ特色ある保育園があってもいいのではないかなというふうに

は思っております。そういう意味では、行革の面あるいはそういう面から見ても、ある程度民営化して、

いろいろな特色ある園があって、それを親が選ぶというような方向も一つの方策であるというふうに考え

ております。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 行革と言うのだったら、これは現業の場です。行革と言うなら事務職です。まずそ

れを言っておきたいと思いますが、では具体的に佐渡市の保育の内容にちょっとお伺いします。保育士の

資格を持っていない方が何人いらっしゃいますか。そして、勤務形態はどういう形態ですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答え申し上げます。

まず、佐渡市の市立保育園の保育士の数でございますが、正規、臨時、パート、合わせまして284人で

ございます。うち正規職員が142名、臨時が142名となっております。

以上です。

〔 資格を持っていない人は何人」と呼ぶ者あり〕「

〇社会福祉課長（新井一仁君） 失礼しました。臨時職員の142名のうち、資格を持っている者が76名、資

格を持っていない者が66名となっております。
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以上です。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 答弁漏れなのですが、66名の方の雇用形態はどうですか。何時間勤務ですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答え申し上げます。

ただいまの臨時職員のうち、パート職員等がここには含まれております。パート職員の数が、これは２

時間から４時間程度の延長保育に係る部分についてのパートということで当たっております。

〔 １日勤務は何人」と呼ぶ者あり〕「

〇社会福祉課長（新井一仁君） フルタイム勤務の方につきましては……手元にちょっとそこまでの区分け

をしたものがございません。申しわけありません。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 告示では、保育所はその目的を達成するために保育に関する専門性を有する職員が

当たらなければならない、このことは保育士が当たらなければならないということなのですが、66人資格

がない方、当たっていてよろしいのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答え申し上げます。

先ほどちょっと申し上げました最低基準の中で職員の配置基準が決まっております。ゼロ歳児につきま

しては３人に対して１人、１歳児、２歳児については６人に対して１人、そういった形で決まっておりま

す。その基準については、すべて有資格者といいますか、正規の保育士及び臨時の保育士が当たることに

よって基準はクリアしてございます。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 66名の方が資格がなくて、それで基準をクリアしているのですか。どういうこと、

もうちょっとわかりやすく。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答え申し上げます。

今ほど説明したとおり、国の定める最低基準、これについて保育士の数は各園ごとにはクリアしており

ます。ただ、職員のローテーションを埋めるために、パート職員という形で、プラスアルファの形での雇

用となっております。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 中川直美君。

〇２番（中川直美君） 施設の最低基準では、例えば最低基準を超えて、常に運営を向上させなけれならな

いというふうになっているわけです。保育を考える場合に、いろんな話がある。教育と保育の違いが、こ
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れわからないと、保育の質がわからないのです。私、今回かなり勉強させていただきましたが、そこを保

育の質を中心にしてあなた方統廃合すると言っているのだから、本当にその中身で迫っていく必要がある

のだろう。あなた方が今、例えば真野第２保育園を指定管理に出すことでやろうとしている。中身でいえ

ば、例えば移行期間の問題、移行期間が一番大事なのです。子供たちにとっては、佐渡の場合は小さいこ

ろから保育所に行っていますから、保育士はお母さんであり父親なのです。その移行するときには、やっ

ぱり丁寧にやるというのが日本の今の常識になっている。

行革というお話ありましたが、佐渡市の財政の赤字つくったのは、私は保育園や子供ではないと思うの

です。子供たちはこの沈没しそうな佐渡を救ってくれる存在ですから、ぜひ、総務部長笑っていなくて、

そういう存在として位置づけて、輝く子供の宝島にふさわしい施策にしていただきたいということを強く

申し述べて、私の一般質問を終わります。

〇議長（竹内道廣君） 以上で中川直美君の一般質問は終わりました。

ここで休憩をいたします。

午前１１時４６分 休憩

午後 １時３０分 再開

〇議長（竹内道廣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

金光英晴君の一般質問を許します。

金光英晴君。

〔19番 金光英晴君登壇〕

〇19番（金光英晴君） 清明志政会の金光英晴であります。昨日、そして午前の質問と重なる質問になりま

すが、視点を変えての質問でありますので、よろしくお願いいたします。

昨日同僚議員が、佐渡市は夕張のようにはならないと発言しておりましたが、確かに改革をおくらせて

も、夕張市のように再建期間が17年から18年と長期にわたる、異常とも言えるような再建団体にはなりま

せん。しかし、改革をしなければ、間違いなく５年後には起債発行の制限を受けるようになります。その

後５年間で交付税が段階的に減らされますが、その５年の途中で再建団体になるおそれがあります。再建

団体になれば、短くても３年間ぐらいは起債の発行はできなくなり、政策的な予算は組めなくなります。

行政サービスは最低になり、例えば学校の窓ガラス１枚割れても、すぐに直すこともできないくらいに市

。 、 。民生活に悪影響が及びます そうならないために 余力がある今のうちに改革を進めなければなりません

確実に改革を進めれば、佐渡の将来は悲観することはありませんが、改革を怠れば地獄が待っていると申

し上げ、通告に従いまして質問いたします。

質問は、大きく分けて２つ。行政改革と交通政策について問うものであります。

まず、行政改革の（１ 、保育園の統廃合と民営化についてでありますが、今までに何度もその必要性）

についてこの席から訴えてまいりました。職員の削減だけが行われ、保育園の統廃合が進まない結果どう

なったかを検証しながら、市民に理解していただきたいという観点で通告いたしましたが、①の園児数と

職員配置の現状については午前の質問で明らかになりましたので、答弁は結構でございます。午前の答弁

を踏まえ、再質問で議論してみたいと思います。
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次に②、統合計画と住民説明についてお尋ねいたします。統廃合計画に沿って住民説明を行っているこ

とは承知しておりますが、地域の合意が得られないのは、説明会のあり方に問題があるのではないかと考

。 、 、 、えます こういった説明会は 回を重ねるごとに賛意を持つ人は出席しなくなり 反対する人だけになり

議論が平行線になることが往々にしてあります。こういったことなどを踏まえて説明会を持つべきと考え

ますが、どのように対処しているのかお尋ねいたします。

次に③、民営化計画についてお尋ねいたします。午前中の質問で明らかになりましたように、まだ方針

が決まっていないということでありましたので、午前中の質問内容で理解しておきます。

次に（２ 、学校統廃合についてお尋ねいたします。学校統廃合計画では、学校改築にかかわる統合に）

ついては、前期、後期にかかわらず改築と並行して進めるとなっています。財政を考えれば、特例債を利

用すれば負担が軽くなり、有利であります。しかし、あまり時間が残されていません。現在の状況と今後

の取り組みについてお聞かせいただきたい。

、 。 、 。次に エコ宣言と交通政策についてお尋ねいたします 地球温暖化は 国際的な問題となっております

海水面の上昇による島嶼諸国の水没、海岸線の後退、異常気象による自然災害の甚大化等、その影響は世

界各地に及んでおります。市長がエコ宣言して６年目に入っています。この間取り組んできたレジ袋ゼロ

運動は、市民の協力も得られ、かなり浸透して効果を上げているように感じております。しかし、温室効

果ガスの排出の象徴である自動車の使用抑制についての取り組みがおくれているように感じております。

そういった観点で、交通政策についてお尋ねするものであります。

（１ 、島内公共交通について。地域公共交通総合連携計画に基づき、国交省の補助で３年間の社会実）

験と検証を行おうとしていますが、その具体的な内容についてお尋ねいたします。

次に、職員の通勤についてお尋ねいたします。市民の方から、ある問題提起をされました。新交佐渡に

代替バスの補助金を出し、空気を運ばせている一方、職員には通勤手当を出し、二酸化炭素を排出してい

る。補助金と通勤手当は同一に考えるべきではないかもしませんが、市長がエコ宣言しているのに、おか

しくないかとのことでありました。昨日のノーマイカーデーの質問に通じるかもしれませんが、私が申し

上げたいのは、ただ市長と職員がほんの少しのやる気と知恵を出せば、あすからでも取り組むことができ

ることであります。例えば同じ方面の職員同士が交代で乗り合わせて通勤すれば、臨時職を含めれば

1,800人もの職員がいるわけですから、かなりの効果が期待できます。また、バス路線沿線の職員はバス

の利用も考えるべきでありますし、イベント的な発想ではなく、できることから持続可能なことに取り組

む姿勢が大事だと思います。市長、この市民からの提案をどう思われますか。

次に、公用車についてお尋ねいたします。行革特別委員会が、公用車が類団に比べて多いとの指摘をし

ております。行革マニフェストでは、３年間で30台削減となっておりますが、これでは類団並みになるに

は15年もかかってしまいます。また、マニフェストでは管理の一元化をしているとなっておりますが、本

当に一元化管理されているのかお尋ねいたします。

最後に、島民の海上運賃についてお尋ねいたします。昨日の答弁では、県も加わり、10月から12月にか

けて運賃割引を行うが、詳細は決まっていないとのことでありました。市長は、持続可能な割引との発言

がされました。それはどのようなことなのか、お尋ねいたします。

また、昨日の日報には、地域活力基盤創造交付金を活用した粟島の高速船購入の記事が載っておりまし
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た。粟島がなぜ購入できたのか、理解できません。全協での説明を考えると、どうしても理解できません

ので、新型交付金について再度説明をお願いいたします。

以上で１回目の質問といたします。再質問については、質問席にさせていただきます。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君の一般質問に対する答弁を許します。

髙野市長。

〔市長 髙野宏一郎君登壇〕

（ ） 、 、 。〇市長 髙野宏一郎君 それでは 行政改革について まずは金光議員の質問にお答えしたいと思います

最初に、保育園の統廃合と民営化についてでございます。おっしゃるとおり、保育園の統廃合、かなり

おくれているという認識を持っています。議員のご提案では、説明会のあり方が問題ではないかというこ

とでもございます。市の行財政の中で、特に財政的な問題での問題、それからもう一つは佐渡の保育園は

新潟県内で一、二を争う安い保育料でありますが、それが、このままですとなかなかそういう保育料が維

持できない可能性がもうすぐ出てまいります。もう一つは、ニーズが非常に多様化しておりますし、小さ

な保育園だけでは対応できない。例えば延長保育で先生の数が足りないとか、そういう問題が必ず出てま

いりますので、その両面からも私はぜひ統合の問題はやらないとまずい。保育園だけがおくれているとい

うのは事実でございます。当然先ほどの別の議員の質問にもありましたが、統合と保育園の民営化という

のは、これは同じか違うかという問題ではなくて、これは両方とも可能性があればやっていきたい。つま

りどうしても行政がやる保育園の経営、何でもそうですが、一律で平等でなければいかんという立場もご

ざいまして、非常に硬直化する可能性があるということもありますので、そういう意味で柔軟な民間にぜ

ひ任せていけるところがあれば任せていきたいというふうに考えているところでございます。詳細は福祉

保健部長に説明させます。

学校統合につきまして、これは今までの詳細につきまして教育委員会のほうから説明させたいというふ

うに思います。

エコ宣言と交通政策について。佐渡市は合併して以来６年、エコ宣言、エコアイランド宣言をやってま

いりました。公共交通は非常に大切な、ある意味でＣＯ の削減の一番の基幹をなすものでありますが、２

そこはなかなか非常に難しい情勢があって、空車、あるいは今の新潟交通さんのやり方では大型のバスを

ピーク時に合わせて運行するというふうになっておりますので、非常に効率も悪いということがあります

ので、議員がおっしゃられたとおり、佐渡市地域公共交通活性化協議会を設立して、公共交通の利便性や

魅力をアップする、かつまた今まで不便だったところへも新たな路線を引きながら、費用としてはできる

だけ削減するという４つの社会実験を実施して、その内容を調査分析することで、佐渡市の実情に合わせ

た持続可能な公共交通システムを実現したいと考えております。

島民の海上運賃について。今回行わせていただきますＥＴＣ1,000円に並んで乗用車1,000円、これは何

度もご説明申し上げましたが、１つには景気対策という形で当初補正が行われた、それを取り組む。全部

で17億6,000万の中で、これは観光に対する対策の一つというふうな位置づけでございますが、さらに佐

渡汽船もジェットフォイルの早朝便の割引改善を既に２便目も行うということにいたしました。知事が６

月17日の記者会見で、秋をターゲットにした10、11、12を補助を出して、一緒に佐渡市と対応するという

ことを発表したばかりでございまして、まだ具体的には幾らというふうに決まっておりませんが、私の考
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え方では、カンフル剤として今回やった乗用車1,000円という形では島内の場合は難しいだろうと。それ

よりも、できるだけ幾らが通常ずっとやり続けることができるかと、すぐわかればいいのですが、なかな

かそれも佐渡汽船の採算面の問題もあります。いろいろ議論しながら私どもも出せる金額の限界、かつま

たできるだけ安くして、多くの人に使ってもらって売り上げを上げる、その折り合い点がどこかを探りな

がら、県や佐渡汽船と連携しながら、島民に最終的にメリットのある支援策を講じていきたいというふう

に考えているところでございます。

ノーマイカーデーにつきましては、佐渡市の施策の中で、やはりできるだけ今回７月の中旬に市職員を

中心にして行いますが、その中でバス停の位置だとか、地域公共交通活性化協議会の中でも検討されます

が、同時にどういうふうなバス停の位置がいいかとか、そういうことも含めて最終的に市の職員が中心に

なって調査をするという意味でノーマイカーデーをやる。

それから、パークアンドライド、近くのバス停や近くの支所、センターまで車で行って、あとはバスに

乗ってくるということも計画しております。

それから、公用車について。公用車につきましては、総務部長にこれを説明をしてもらいます。

それから、先ほどもちょっと申し上げましたが、カーフェリー片道1,000円についての関連の検証も行

わなければいかんというふうに考えております。先ほど申し上げた持続可能な価格は那辺にあるのかとい

うことを検討するというふうに考えておりますし、この評価につきましては、現在は予想を超える予約状

況でありますが、入ってくるお客さんを見ると、意外に乗っている人が少なかったり、あるいはキャンピ

ングカーが多かったりというふうなこともございます。その調査の結果を踏まえて検証をしていきたいと

いうふうに考えているところでございます。

以上でございます。

〇議長（竹内道廣君） 補足答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） 公用車の関係についてお答えをいたします。

公用車につきましては、現在削減に向けて取り組んでおるところでありまして、平成19年度の当初で

326台という部分を、３年間で30台減らそうという今取り組みを進めておるところであります。現在、平

成21年度の当初で306台という形になっておりますが、さらに10台今年度中に削減をしたいという計画で

あります。

管理の一元化が進んでいるのかということでありますが、正直申し上げまして一元化は進んでおりませ

ん。今後も一元化に向けた取り組みを積極的に進めていきたいということで、マニフェストのほうには掲

げさせていただいたものであります。よろしくお願いいたします。

〇議長（竹内道廣君） 補足答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

説明会の進め方というところでございますが、昨年度につきましては、前期対象地区を中心に、回数と

しては19回ぐらい出させていただいております。内容としましては、嘱託員への説明会が各地区大体１回

ぐらい、あと２地区につきましては地域住民への説明会、あと主力はやはり保護者を対象とした説明会が
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主になってございます。地域によりましては小学校の保護者とも一緒に、あるいはこの地域につきまして

は民生委員も一緒にというような説明会を実施している地区も１カ所ございます。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） お答えいたします。

学校の統合計画の進捗状況ということですが、統合計画が策定されました平成18年度に小学校が36校、

１分校、中学校が16校でしたが、学校統合に精力的に取り組んだということで、平成21年度現在ですが、

小学校が33校、１分校、中学校が15校となっております。小学校が３校の減、中学校が１校の減でござい

ます。

この後平成22年度４月には、真野小学校、西三川小学校、それと同校の笹川分校が統合されますし、ま

、 。 、 、 、た羽茂小学校に大滝小学校 小村小学校が統合します そして 小中連携校として松ケ崎地区 前浜地区

内海府地区、高千地区の４地区に小中連携校の併設に向けて準備しているところでございます。

また、現在改築が要望されている畑野地区の３つの小学校、相川地区の３つの小学校、それと南部地区

の３つの中学校の統合について取り組んでいるところでございます。佐渡市の小学校、中学校統合計画に

基づいて、今後も引き続いて精力的に学校統合を進めてまいりたいというふうに考えております。

〇議長（竹内道廣君） 引き続き質問を許します。

金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） それでは、保育園のほうから改めて聞いてまいりたいと思います。

午前中の部分で、現状については32園の保育園があって云々ということがわかりました。その中で、国

の最低基準、それはクリアしているという答弁でありましたけれども、この定めは弾力的に運用されてい

るという部分があるわけです。そして、定めもおおむね何人に何人という決め方でありますから、おおむ

ねということですから、そういった部分でクリアしているということですか、確認させていただきたい。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答えいたします。

午前中も説明させていただきましたけれども、国の定める最低基準がございますけれども、当市におき

ましては保育士、臨時職員を含めまして最低基準をクリアしていると、そういう理解でございます。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） この最低基準の定めは、厚生省令63号の４条に載っていますよね。では、その４条

２項ではいかがですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答えいたします。

最低基準の４条２項のほうで、最低基準をクリアしているからといって、だからといって質を下げては
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いけないという、そういう定めがございます。それは、そのとおりだと思います。最低基準を守っている

、 、 、から だからその内輪であればだんだん質を下げてもいいと そんなふうには理解してございませんので

ご理解いただければと思います。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 副部長はことし県からおいでになったから、以前のことはわからないかもしれませ

んけれども、今までの部分についてはかなり、ハイレベルとまではいきませんけれども、今の状況よりは

配置が多く配置されていたわけですよね。それが今クリアすれすれになってきているわけですから、そう

いった意味では、今の４条２項の規定をちゃんと理解しているのであれば、違反ではないですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答え申し上げます。

確かにおっしゃるとおりに、正規職員の数を見ると少しずつ減ってきている、そういう状況にございま

すけれども、保育士資格を持っている人間が保育士の基準を満たす形で当たっているという意味では、基

準はクリアしていると思います。ただ、４条２項で言うところに抵触するかどうかというのは、ややちょ

っと議論分かれるかと思いますけれども、我々としては精いっぱい現人材の中で対応させていただいてい

ると、そういうふうに理解しております。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） こればかりやっているわけにいきませんからいいのですが、厳密に言えば、正職員

がずっと極端に下がってきて、76人もの臨時職員お願いしているわけですね。これ退職者お願いしている

かどうかわかりませんけれども、そういった部分でやってきている。保育士の数は、逆に言うと変わって

いないというふうに認識しておるのですか、本当に。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答え申し上げます。保育士の数、フラットではちょっとありません。確

かに少しずつは保育士資格を持っている人が減っています。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） だったら最初からそう言ってください、こんな無駄な時間使わないで済むのですか

ら。しっかりしてもらわなければ困ります。

それでは、続いてお尋ねいたしますけれども、今最低基準がぎりぎりだと。正職員の中には出産を予定

さている方もおられるでしょうし、育児休暇をとりたい方もおられる。そういった場合に、今度臨時の有

資格者の確保というのは容易にこれできるものなのですか、今の佐渡市の状況において。その状況につい

て教えてください。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答え申し上げます。
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確かにそういった方の補充を行うに当たりまして、かなり厳しい状況であることは間違いがないと思い

ます。しかしながら、園長先生初め、人を見つけていただいて、補充する形をとらせていただいておりま

す。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 待機児童といいますか、待機幼児のことについてお尋ねしますけれども、中興の保

育園は定員45に対して48ですね ４月１日現在では 金井新保が定員60に対して68 真野第１が定員150に、 。 、

対して146となっておるのですが、今までの運用ですと４月は大体定員でスタートして、５月に定員の一

定割合まで受け入れてきたというような運用をされておったのですが、今年度に関してはそういった意味

で５月に私がいただいた表からふえているということはありませんか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答え申し上げます。

今ほどの金井、中興、それから真野第１の４月１日のそれぞれ定員に対しての児童数は、議員おっしゃ

るとおりでございます。５月１日付けのちょっと正確な人数、今手持ちでないのですけれども、この人数

からはある程度はふえているという理解でおります。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 今の人数、４月１日現在の園児数で最低基準をどうにかクリアしていますよ、それ

からふえてきたのだから、逆に言うと保育士をまた補充しなければならない状況になっているのですよ、

その保育士の確保は大変だけれども、各園長と相談しながら対応しているというふうに理解しておけばい

いのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答えいたします。

議員おっしゃるとおりの理解で結構です。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） そうすると逆に、４月１日現在ではクリアしていたかもしれないけれども、５月に

はふえているだろうという今先ほど答弁でしたから、そうすると保育士がふえていなければクリアしてい

ませんよということですね。そうすると、３歳以上の園児についてはこういう形で５月過ぎれば大体一定

するのでしょうけれども、３歳未満の乳幼児といいますかは、この後もその都度その都度入園希望が出て

くるわけですね。そうすると、ますます保育士が足らない状態になりますけれども、その対応については

どのように考えておられるのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答え申し上げます。

先ほど少し説明が足りなかったようですけれども、基準をちょっと下回るような状況が発生するという

ことが懸念された場合は、園長先生等と相談させていただきながら、基準を下回らないように対応させて
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いただくと。これからも、だからゼロ歳、１歳等が増加が見込まれて基準を超えるような状況が見込まれ

るようなことであれば、臨時職員等の配置をしていくということでございます。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） そうすると、足らないことが予想されてきた場合には、保育士の確保、これは本庁

でやるのか、あるいは各園でやるのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答え申し上げます。

保育士さんを探すに当たりましては、園長先生等の力をかりてやらせていただいていますけれども、手

続面においては本庁のほうでさせていただいています。

〇議長（竹内道廣君） 19番、金光英晴君。

（ ） 、 、〇19番 金光英晴君 私この保育士会というのですか その部分について余り詳しくないのですけれども

果たして園長先生がそうやって自分の交際範囲の中で新たに探せるものかなという心配をしている一人で

す。というのは、もうほとんど佐渡島内には資格持った方というのは、そう右から左にいないわけですよ

ね。そんな中、新たに自分のところが必要になってきたからといって、それは保育士会という会があるの

でしょうけれども、そんなに簡単に探せるものではないと思うのです。そこまで佐渡市はもう来ているの

ではないかと。その状況を把握しておりますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） 保育士の確保は、かなり厳しい状況にあるということは間違いございませ

ん。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 今答弁がありましたように、厳しい状況になってきておる。でも、私は今まで民営

化についてずっと提言してきたのです。そのときにどういうことでできないと言われたかご存じですか。

職員の生首は切れないから民営化できないのだというお話で、この改革は進んでこなかった。それうそで

はないですか、その理由は。現実的に76人も資格を持った臨時の保育士をお願いしている。逆に76人分の

施設、これは大きなほうから４園ぐらい、今現在民営化したって、まだ残ったところは正規の職員が働け

るのにもかかわらず、今までやれない理由ではなくてやらないうその理由を言ってやってこなかった。こ

のことについてどう思われますか、部長。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

、 、 。今議員のおっしゃる理由によってということについては 数字が示すとおり 成り立たないと思います

ただこれからも、前の議員の方にご説明いたしましたが、やはり民営化については進めていくという方向

で、これから頑張っていきたいと思います。一番の問題は、やはりしっかりした受け手を探して、しっか

りした運営していただくというのが一番主眼になるのかなと思っております。
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以上です。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） ある保育園で、保護者が、職員を減らされるので不安を感じて、本庁のほうに要望

書を出しておられると聞いておるのですが、どんな要望で、どんな対応をしたのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答えいたします。

。 、４月ころに１件ほどそういった要望があったというふうに記憶しております なれた職員が少なくなり

初めてといいますか、その地域になじみのない職員の方が配置されていると、そういった状況があるとい

うふうな要望だったというふうに記憶してございます。それに対しまして、我々も限られた人間の中で配

置をさせていただいていると、そういったふうに説明させていただいたというふうに記憶しています。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） そうすると、保護者の方には納得していただいたと。保護者会ですか、代表の方に

は納得していただいたというふうに理解してよろしいですね。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

新井社会福祉課長。

〇社会福祉課長（新井一仁君） お答えいたします。

100％ご納得をいただいたかどうかはわかりませんけれども、趣旨はご理解いただいたものというふう

に理解しております。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 先ほども言いましたように、本当に佐渡市がこの統廃合あるいは民営化を進めてこ

なかったために、保護者も不安になるような施設になってしまった。また、民営化することによって、今

臨時で働いていただいている76名の保育資格者の方、それはＯＢというかＯＧといいますかの方もおられ

るでしょうから、全部ではないにしても、民営化することによって正職員として働くことができる、身分

が安定すると言うのちょっとおかしいのですが、雇用が安定するし、生きがいを持って生きていけること

もできる。そしてさらに、若い保育士が民間の施設にさらに就職できる。そうすれば、佐渡の保育士がふ

えてきて保育士の確保もできる。公立、あるいは民営化された保育園で保育士が足らなくなっても、ＯＢ

の方から手をかりれば間に合うというような部分ができるにもかかわらず、ぎりぎりまでこういうことを

放置してきた責任は重いと思います。これを念頭に置いて、民営化も検討を急がなければなりませんけれ

ども、先ほどの午前中の答弁では秋ごろというような話だったけれども、逆に来年度から移行できるよう

な形でスピードアップする必要があるのでないですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

おっしゃられるとおり一日でも早くということで、早速にそういう体制を整えていきたいと思います。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。
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〇19番（金光英晴君） 先ほどの午前中の質問でもわかるように、市民の中には民営化に対する不安をお持

ちの方もおられるのです。私は、佐渡の私立の保育園、３園ございますけれども、どっちがいい、悪いと

いうふうではないのですけれども、特色があって、サービスも非常にいいと、そして人気が高いと聞いて

おるのですけれども、このことを市民に理解してもらう努力が必要なのではないですか。公立が民間のコ

マーシャルせいと言うのもちょっと問題があるかもしれませんけれども、こういったことをきちんと説明

して理解してもらう必要がある。それも、その検討をするのとあわせて取り組んでいく必要があると思う

のですけれども、その取り組みについての心構えをお尋ねします。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐々木福祉保健部長。

〇福祉保健部長（佐々木正雄君） お答えいたします。

佐渡には３つの私立の園がございます。それぞれ保育時間も市よりも長くやっているところとか、いろ

いろ特色のある保育に取り組んでいただいておりますし、やはり先ほどもちょっと申し上げましたが、あ

る程度市の今の保育所につきましては園区というのは取り払えましたので、そういう意味においてもある

程度特色のある、市民の方が選べるような形の保育園が私立のほうで頑張っていただければ、非常にそう

いう意味ではお互い切磋できる方向に行けるという方向性があると思っております。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） この保育園の問題、最後に市長に。市長は、子供は佐渡の宝、子育て支援に力を入

れると言い続けてきたわけなのですけれども、職員にそういった努力をさせないで来た結果、保護者が不

安に感じるまでに、保育の質と言うのはおかしいかもしれませんけれども、その質を落としてきてしまい

ました。今後は、今までの分を取り戻すべくスピードアップさせなければならないのですけれども、それ

については市長のほうから檄を飛ばしますか。その心づもりをお尋ねしたい。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） 確かに、今言われたように財政的な問題はもちろんありますし、それによって質

を維持できるかどうか、それからこの価格というか保育所の保育料の値段を安く維持できるかどうかと、

それからこれからふえてくるニーズにこたえられるかということも含めて、もうぎりぎりのところだとい

うふうに思います。部長は一所懸命やると言って誓っておりますので、さらに檄を飛ばして、前向きにや

らせていただきます。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） それでは次、学校の統廃合についていきます。

学校の改築にかかわる部分が先ほど３校ほど挙げられましたけれども、演壇でも申し上げましたけれど

も、特例債を利用したほうが有利になるわけですね。その特例債利用を考えると、かなりきついタイムス

ケジュールになると思うのですけれども、今後のタイムスケジュールはどのように考えておられますか、

その３校について、小学校２校、中学校１校。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。
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〇教育次長（山本充彦君） 合併特例債の期限が平成25年ということで決められているわけですが、今３つ

の地区について統合計画を進めております。３校一緒にもし統合が決まった場合、合併特例債でこの後３

校、今現在金井小学校が進んでおって４校というような格好になるわけですが、非常に財政的には厳しい

のですが、地区にお願いして何とかそれまでに統合の話をつけて、25年までに建築したいと考えておりま

すし、もしそうで統合ができない場合には、耐震化の関係で大規模改修になるかというふうに考えており

ます。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 統合できなかった場合にはその後は耐震化で対処すると言うのですけれども、あな

たは前が財政課長をやっていたわけですから、財政的な部分については嫌ほどわかっておられるわけです

よね。そうなったときには、その予算もなかなか出しづらくなってくるというのはわかっているわけです

よね。そうであれば、何が何でもこの特例債が使えるうちにこの３校は建ててしまうのだという意気込み

でやらなければできませんよ。これもし建たなかった場合には、こんなこと言っていいのか悪いのかわか

りませんけれども、これはちょっとそのまま放置される可能性のほうが高くなるのではないですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） お答えいたします。

あくまでも自分たちは統合ということで、25年までに改築するという覚悟で鋭意努力しているところで

ございます。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 25年までに特例債で建ててしまうということになると、これは統合するのは新しく

学校できてから統合でいいのか、それとも統合が決まって申請の段階で統合しておかなければならないの

かによって、これまた時間的に違いますけれども、どちらなのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） どちらが先かということですが、自分たちの考え方ではあくまでも統合という

ことを目標に進んでおります。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） そうしますと、真野の小学校が建設するときに、西三川小学校ですか、統合が計画

されていながら話がつかなくて、単体で建築を始めて、昨年ですか、補正で増築という形で建ったような

記憶がするのですけれども、そういった部分で、それを考えて、学校の建築の着手前に統合させて建築を

始めるということですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） お答えいたします。

学校の場合には、当然国の補助をもらって建てなければ財政的に厳しい、それと一般財源も厳しいとい

うことで、起債も借りなければならないということでありますし、その申請段階には、統合が話がもうつ
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いているということが条件になろうかと思います。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 最終年度が25年としますと、逆算してくると、統合を決めなければならないタイム

リミットというのはいつごろになりますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） お答えいたします。

３地区の説明では、年内に統合するか統合しないかという結論を出してもらいたいというふうに説明し

ております。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） そうすると、年度内にそのことが決まらなければ、逆に学校は建たないというふう

に理解してよろしいのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） お答えいたします。

設計とか、場所とか、いろいろな建築の年数がかかります。それで、年内に統合するかしないかという

、 、 、結論を出してもらわないと間に合わないということで もし年内に結論が出なければ 改築は行わないで

残る道は今の建物をそのまま耐震化して使うというようなことになるかと思います。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 中学校も１校含まれるわけですよね。中学校は、先ほど今15校残っておると。その

、 、 。 、 、うち特色ある学校が３校あるから 12校ですよね 残りが そうすると それが６校になるわけですから

半分になってしまう。そうすると、もうその段階でほかの学校もきちんとさせておいたほうがいいのでは

ないか。なぜかといいますと、校名を決めるだけでも大変でしょう。それは、南部は南部中学校でもいい

のでしょうけれども、その後、その６校を今後どのような校名にするのか。当然その後も統合が出てくる

わけですね、国仲もあれば両津もある。そのときに、その校名をどうやって決めるのかという問題で、な

かなか統合が進まなくなる。もめごとの種を後世に送るような形になってしまう。その辺はどのように考

えておりますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） 中学校等の統合については、今統合しても現校舎を使えるものは使いたいとい

うふうに考えておりますし、統合した場合、その校舎では使えないという場合に改築ということで考えて

おります。工期まで見越して統合しても、統合して改築が必要なものについては25年までに行いたいとい

うことで、今進んでおる３つの学校でございます。

あと学校の名前等については、いろいろ議員からもお話があったのですが、各地区に説明したときの判

断ですと、やはりそういうようなものはなかなか受け入れられないのではないかなというふうに考えてお

ります。
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〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） そうすると校名については、例えば６校残るわけですから、第１から第６中までに

したらどうかというようなことなのですよね。それが地域では受け入れられなかったということですか。

そうすると、変な話ですけれども、南部については今赤泊、羽茂、小木があるのですけれども、そういっ

た中で、例えば羽茂の人は羽茂中学校がいいと言うし、小木は南部中学校がいいと言うたようなとき、け

んかになりませんか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） お答えいたします。

校名等については、あくまでもそこの学校の検討委員会というものを立ち上げてもらうということで考

。 、 。えております 校名については その検討委員会のほうで検討していただくということで考えております

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 佐渡市はもう合併して１つになったのだから、小学校とはいきませんけれども、中

学校は代表する６校ですから統一したつけ方のほうがいいのではないか。そうしないと、合併して、例え

ば、統合して南部が１番になりますから、佐渡市第１中学校というのをとったとしますね。そして、今度

は両津で統合の話が出てきたときに、両津中学校にするというふうにすんなりまとまればいいのですけれ

ども、いや番号だという話になってくると、第１がいいのになというような話で、またもめごとになって

くるのではないですか。やっぱりここはあらかじめきちんとレールを敷いておかないと、困難の種をだん

だん、だんだん先送りしているように感じますけれども、その辺はいかがですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） お答えいたします。

統合については、やはり地区の問題とか保護者の意見等を最大限に生かしてやりたいというふうに考え

、 、 、ておりますし 一応こういう問題については提起しますが 最終的にはやっぱり地区の総意ということで

保護者の総意ということで、考えさせてもらいたいというふうに思います。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） そうすると、この問題は行革の特別委員会でも議論しているようですので、そちら

にもっと議論を深めていただきたいなというふうに思います。私は問題提起だけ。やっぱり今のような考

え方でいくと、後々先に将来に対してけんかの種を残していくだけですよと、今のうちにきちんとしたル

ールづくりが必要なのだということだけは申し入れておきます。

その次に、職員の通勤についてお尋ねいたします。先ほど演壇で市民からの提言ということでご紹介し

たのですけれども、それについて市長からコメントいただけなかったのですが、それについてコメントい

ただけますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） 市民の声として、職員には通勤手当を払いながら、バスに赤字の補てんをする、
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確かに一面の矛盾があるわけであります。ただ、佐渡は非常に広いものですから、なかなかバス停等でそ

ういうふうにうまくいくかどうかもわかりませんが、しかしできるだけそういうふうな矛盾はなくしてい

くのが当然だと思いますので、そういうふうにできるだけそれに合わせるように、今回の種々の実験を通

じて可能性がふえるように。それから、職員ばかりではなくて、ほかの市民も便利なバスがあれば比較的

車を使うということも少なくなるのではないかというふうにも考えておりますので、そのようにリードし

ていきたいというふうには考えております。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 先ほど演壇では、バスだけではなくて職員同士の乗り合い。例えば、あの２人の部

長がおられますね、真野の。家も何か近くだそうですが、例えば佐々木部長が朝金子部長のところへ行っ

て、自分の車を置いて、金子部長と一緒に金子部長の車で来る。翌日は、佐々木部長が金子部長を乗せて

来ると。それの往復毎日やれば、１日交代で、動く車は半分になります。というような市民の提案があっ

たのですけれども、これについてはいかがですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） 可能な限りということなのです。現在油代が非常に高いので、もう現に職員なん

かはやっているようです。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 笑い事ではなくて、こういうできるところから少しずつやっていかないと、大きな

ことはなし得られないのです。まあいいや、まあいいやでほうってくるから民営化がおくれてきたのと同

じなのです。それに、これは上から言われてやるものではないかと思いますけれども、やはり心ある市民

の方は本当に真剣に考えてくれています。これも一つの提案として、皆さん相談しながら取り組んでいた

だければなという思いで紹介させていただきました。

、 。 。 、それから 公用車についてお尋ねいたします 一元管理をされていないということでありました でも

マニフェストには一元管理をやっているというふうに載っているのです。おかしいです、やっぱり。それ

、 、 、 。 、と マニフェストの目標数値 余りにも実態とかけ離れて 少な過ぎます これはやっぱりぜひ見直して

もう少し厳しく削減していかないと、これは経費的にもそうですし、温暖化防止という観点からもやっぱ

りこういうところをメスを入れていかなければならないのですけれども、どうしますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えをいたします。

まず、管理の一元化ということでありますが、管理の一元化をやっていきたいということで適正配置の

ほうを考えていきたいということでありまして、今現在、おっしゃるとおり一元化はまだされておりませ

ん。どういう形でその一元化をして車を減らしていくかということを本当に考えていきたいというふうに

思っております。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。



- 136 -

〇19番（金光英晴君） 一元化管理されていないというとわかるかどうかわかりませんけれども、今という

かあるべき行政体になったときに、どうしても必要な公用車の中で、普通乗用車がどうしても必要だとい

う場合があると思うのです。それは、何台ぐらいというふうに押さえておりますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えいたします。

なかなか難しい問題であるといういうふうに思っております。と申しますのは、どうしても普通車以上

でなければ対応できないという部分の車がございます。これは、特別用務、特別な関係で、例えば園児用

の車両 あるいは給食の配送 そういった関係についてトータルで74台ほどございます 306台のうち74台、 、 。

がそういう車でありますし、それ以外で今一般に徴税の関係で出向いたり、あるいは現場確認のために出

向いたりということで対応しているという車が85台ほどあります。こういった車については、この後軽自

動車なり、あるいはもう少しエコ的な関係の車にかえていけばというふうに思うのですが、あるべき行政

体に向けたというところになりますと、削減していく方向は間違いないとしても、何台あればいいかとい

うところまではなかなか詰め切っておらないという状況であります。

よろしくお願いいたします。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 昨年は10台減らしたということなのですが、では昨年更新した車の台数わかります

か。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えをいたします。

昨年購入した車については、７台でありました。内訳につきましては、国仲の給食センターで４台、水

道の給水車で１台、それから通所介護事業所の関係で１台、それからあと庁内の業務用の関係で１台とい

うふうになっております。この中で更新という部分については１台であります。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 更新で１台しかかわっていないというのあればあれなのですが、削減方向で行くの

がまず第一。それと、今後もしどうしても更新して新たに車が要るのであれば、軽自動車に切りかえてい

くような方向で取り組んでいただきたいと要望しておきます。

次に、島民の海上運賃についてお尋ねいたしますが、まずきのうの新聞ですか、粟島の話が載っており

ました。演壇でも申し上げたのですけれども、全協の説明だとどうして粟島があの船が買えたのかなとい

う疑問が残って、どうしても理解ができかったのですけれども、この新型交付金について再度教えていた

だけませんか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

伊藤交通政策課長。

〇交通政策課長（伊藤俊之君） お答えいたします。
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地域活力基盤創造交付金を使った航路対策という観点から申し上げますと、今まで道路特定財源、これ

が一般財源化をするに際しまして、いわゆる地方でも使いやすい交付金という形で、平成21年度の国の当

初予算で9,400億円計上されております。そのうちのもう既に道路整備等の配分が終わった部分、これが

6,700億円と言われておりまして、その残りの約2,700億円について新たな創造計画、地域活力基盤創造計

画と申しますけれども、それを策定して申請をすれば、道路と一体化した、それ以外のインフラの整備が

できると、こういう制度でございます。

今回航路で使うといった場合に、新船建造というような、粟島が検討している事項だと思いますけれど

も そういうものにも使えるということでありますけれども ただ交付金全体のスキームでは 100分の20が、 、 、

その建造費に当たるのであって、残りの100分の80については道路整備が必要であると。したがって、例

えば20億の船をつくるのであれば、80億の道路整備と一体化した計画を提出しなければいけないというこ

とであります。例えば佐渡市の場合、今大佐渡丸が五、六十億しますけれども、それにかわる代替建造新

船をつくった場合に、50億に対して４倍の道路整備が必要になる。したがって200億。これはとても佐渡

市だけではできないということでありまして、これは県レベルであれば可能かというところであります。

ただ、粟島についても同じことが言えます。粟島の新船の建造というのが、新聞等では８億とか10億とか

言われていますが、それも約４倍の道路整備と一体化した計画でなければならない。したがいまして、県

と言いますけれども、県以外に対岸の市、例えば佐渡であれば上越、新潟、長岡、こういったところとそ

、 、 。れぞれその計画を寄せ合って 共同計画という形で提出すれば それも可能というような流れであります

簡単に申し上げますと、以上です。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） それで、この間の全協のときには、後ろについてくる200億のことがネックになっ

て、結論は出なかったわけなのですけれども、どうしても粟島の部分が、新聞では９億ということになっ

ておりましたから、その後ろについてくる道路整備事業費としては36億、粟島の中ではとても消化できる

わけではないのに、どうして買えたのだろうなということで理解できなかったのですが、本当に今説明の

とおりなのですか。どうしてそれが買えたのだろうと。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

伊藤交通政策課長。

〇交通政策課長（伊藤俊之君） お答えします。

粟島のことについて詳しくは存じておりませんけれども、粟島汽船のいわゆる50％以上の株は粟島浦村

ですかが持っているというふうに聞いていますので、したがって村長が社長だというふうにも伺っており

ます。そういう中で、佐渡市と同様に、平成19年10月施行の地域公共交通活性化再生法に基づく、いわゆ

る活性化協議会を立ち上げて事業計画をつくっております。そこの中に、粟島については新船の建造が入

っているということでありまして、佐渡の場合は同じ活性化計画をつくっておりますけれども、そういっ

た建造がないという部分で、佐渡についてはまだまだ対岸の佐渡航路全体のいわゆるその課題を解決しな

がら将来のビジョンをつくっていく必要があるというところであります。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） そういった意味で、市長は全離島の会長でありますよね。せっかく国がこういった
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いい交付金を、制度をつくってくれても、使い勝手の悪い、佐渡が離島で一番大きい予算を使っているわ

けですから、そういった意味で、佐渡でできないということはほかでもできないというふうに思っておっ

たのですけれども、粟島でやったというので、ちょっと理解できないのですが、こんな使い勝手の悪い制

度ではなかなかせっかくの国の思いやりも届かないのではないか。このことをきちんと、全離島を代表し

て国に強く言う必要があろうかと思うのですけれども、いかがですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） この間全協で私はご説明したつもりなのですが、ちょっとご理解いただけなかっ

たので。あのときは、今と同じように４倍の、つまり20対80の割合で道路をやらなければ、そのことを申

し上げたと思います。佐渡だけではできないのも申し上げました。それから、それは県が枠を出してくれ

るということを申し上げました。

問題は、県がやれば６割の国の負担、佐渡がやれば７割の負担ということで、県はこちらのほうへボー

ルを投げてきたわけです。どっちでもいいけれども、県は効率が悪いから、補助というか交付金の額が少

なくなるから佐渡でやれということだったので、短い間でしたけれども、全協でもんで、全協の意見とし

ては、佐渡はやらないと、県でやってほしい。県は、はっきり返事はもらえませんが、県はやらないと。

やらないというのは、７割、最初言った話、その後話ししていないですからあれなのですが、６割しか国

がもらえないのであれば、最終的には佐渡汽船もメリットがないのではないか。それは佐渡がやるべきだ

ということで、枠は県が出すという話だったということです。

ですから、これを国に使い勝手が悪いと言うのは筋違いだというふうに自分は思っているので、それは

やりません。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） そこのところの認識が、市長と議会の皆さんの認識の違いではないかというふうに

私思っているのです。

あのときに議会のほうでは、どなたかだったかわかりませんけれども、会検があって、窓口になる申請

者が佐渡市になった場合には７割の補助もらえます、県になった場合には55％から60％ということだった

のですが、その後ろについている200億について、佐渡市が事業主体になった場合に県が枠を貸してくれ

ますよという説明だった。そうしたときに、逆に会検が入ったときに対応ができなくなるのではないか。

もしばれたらどうするのだという質問が出て、皆さんその枠の使い方の問題で、ちょっと議会の受け取り

、 。方と市長の考え方が違うのではないか ここが大きな違いではないかなというふうに私は感じております

あのときその質問が出たときに、いや、この枠を県が貸せるということは国も承知なのだと、これはそう

いう制度なのだからという説明をしてくれれば、あんな形にはならなかったのではないのかなという、私

は思っておるのです。ところが、その会検があるのだろうという質問が出たときに、当然船ですから耐用

年数が何十年間ありますから、その間は会検の対象になりますという答弁が返ってきたから、議会は、そ

んなやばいものに議会はうんと言えないよということだったはずなのですけれども、これ皆さん違います

か。そしたら、今お聞きすると……

〔何事か呼ぶ者あり〕
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〇19番（金光英晴君） 会計検査があるから、その問題がなって、ちょっと認識の差があって、ああいう結

果になったのですけれども、その辺はきちんと説明していただけませんか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） 非常にわかりやすく説明するのは、非常に難しいです。

あのときに、佐渡市がやっても県がやっても、例えば佐渡市が50億の船をつくるということになれば、

佐渡市は200億の工事をしなければいけない。ですから、佐渡市がやっては200億の道路工事はないと、見

返りの。でも、それは県が貸してくれるということですよね。それはいいのですが、しかしあのときに私

の受けとめたのは、６割補助であれ７割補助であれ筋論だと、筋だと。だから、筋は県がやるべきだとい

うことを皆さん方がおっしゃったというふうに私は受けとめて、それをそのまま県にお出しした。ただ、

時間が非常に短い間でしたから、皆さん方のご理解もなかなか得られないかもしらん。かなり騒然とした

ような雰囲気もありましたし、このことでその問題を長引かせるよりも、もしかしたらまたチャンスはあ

るかもしれない。そのとき手を上げればいいではないかと。しかし、その結果は新潟県から返ってこなか

ったのです。それではやめようということになったのではないかと私は思いますけれども、そういう状態

のままあの後コンタクトがないと。ただ、いずれにしても非常に短い間に決断しなければいかんというこ

とでありましたので、なかなか難しいかなというふうには思いました。ただ、いずれにしてもおけさ丸の

代替船と、それは何十億なのか、四、五十億と言っていますが、それと新幹線の金沢延伸のときの小木航

路か南部航路の２隻化体制の問題は、いずれ我々のところへ、我々というか佐渡汽船の問題として我々も

一緒に考えなければいかん、そういう時期が来るのではないかということで、今回はやらないと。新しい

組み立てを考えてからやろうということになったわけです。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） その筋論の話は、最後に確かに出ました。それは、会計検査の件の発言があって、

それで空気がそういう形になって、これはやっぱり県でやるのが筋だという話になって、最後は今市長が

おっしゃったような形になったのだと私は理解しておるのです。ですから、ここのところをやっぱり説明

するのにもきちんと説明していただきたいなと。そうすると、もっと違う方向で議論ができたのではない

かなというふうに思っております。

その次、これは１つの提案なのですが、以前この席で提案させていただいたことなのですけれども、島

民の運賃を安くするという部分で、現在ではないのですが、当時島民の佐渡汽船の利用額が13億円ありま

した。現在12億円ぐらいになっておるそうなのですが、それで、この13億円を佐渡市が年度当初に佐渡汽

船に立てかえてあげて 佐渡汽船からジェットフォイルの10枚つづりの切符を３万冊 カーフェリーの10枚、 、

つづりの券を、５万5,000冊をいただく。そして、佐渡市は市民に10枚つづりの切符を、ジェットフォイ

ルは１冊２万5,000円、１枚当たり2,500円、カーフェリーの10枚つづりの切符を１万円、１枚当たり

1,000円、こういうふうにして利用客をふやすこと、島民の利用をふやすことによって、島民が本当に足

として使えるような運賃体系になるのです。空気を運んでいるだけのジェットフォイルに、あいたところ

に島民を安く乗せてもらって、そうすれば佐渡汽船も、今まで2,000円しか取れなかったところを2,500円

取れるわけです。そういうことを考えれば、どちらもメリットがある。ましてや今佐渡汽船は経営的にも
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大変なことが来ておって、年度当初に13億円の前払金が入るわけですから、仕事しないうちから13億円も

らえるわけですから、これメリットあるのですが、この提案をしてから大分時間がたちます、２年ほどた

ちますけれども、その後交渉したのかどうか、お尋ねいたします。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

伊藤交通政策課長。

〇交通政策課長（伊藤俊之君） お答えいたします。

今議員がお示しいいただいた内容でございますけれども、平成16年12月議会でご提案されていらっしゃ

います。そこで、その後すぐ佐渡汽船のほうにはこの提案が行っているというふうに伺いました。ただ、

当時受け取った方々、既に組織がえで転出されたりやめられたり、そういったことでご返事をいただいて

おりません。改めて今ご提案しておりますので、もうちょっとお待ちいただきたいと思います。

〔何事か呼ぶ者あり〕

〇交通政策課長（伊藤俊之君） 佐渡汽船に対して今ちょっと提案している内容をご披露いたしますと、

3,000円券とジェットフォイルの2,500円券、これについて年度当初にと、佐渡汽船の資金繰り等もござい

ますので、それを前金で市のほうからお支払いした場合に、佐渡汽船さんとしてそれを島民対策用として

佐渡市が買い受けて、そして島民に販売をするということが可能かどうかということなのです。そこの中

で、やはりそのことによって、例えば2,500円券ということになりますと、カーフェリーからのいわゆる

移り変わりというものがかなり想定されます。

それから、これは今度はいわゆる運賃の申請ですが、運輸局等ともその辺の整合性があるのかどうか、

この辺もやらないといけないということでありまして、その中身については欠損がどのぐらい出るか、今

調査していただいているというところであります。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 佐渡汽船は、逆に大手旅行業者には格安のチケットを出しているわけです。それを

考えれば、このぐらいの対応はできるはずなのですけれども、逆に料金が二重運賃ということで問題にな

るというのであれば、そのチケットに額面入れなければいいわけです。あくまでも5,000円の売買した形

にすれば、枚数だけの問題ですから、13億円に対してこれだけの数字という形にすれば、額面が入ってい

なければ対応できるはずなのでしょう。そういったことも知恵を出せばもう少し島民の利便性が高くなる

のですから、やっぱりここは汗をかきましょう。知恵を出しましょう。

佐渡汽船というのは、佐渡島民の足を確保するために県がスタートさせた会社なのです。まさに佐渡島

民のための会社だったのです。その佐渡島民のための会社だった会社が、その原点を忘れてバブルに踊っ

た結果、現在の低迷を続けておるのです。そのバブルの絶頂期に役員を送り続けてきた県にも、相応の重

い責任があるのです。今の県の姿勢というのは、本当に無責任だなというふうに感じております。島民を

守るために、市長、私たち佐渡市も汗をかかなければなりません。このことを、やっぱり原点を今の知事

にもきちんと言うべきだと思いますけれども、市長、いかがですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） 現在の県は、大きくかじを切って、佐渡汽船の値段を安くしようということでや
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ってくれているというふうに思います。ですから、今の提案もそうですし、佐渡汽船は組織としていろん

なことをできないとかいうことをもあるのですが、かなりのことはお互いに話し合いながらやってきたつ

もりであります。

それから、今回の基盤創造交付金の件も、実はあのときも皆さん方も反発されて、佐渡汽船に対する一

定の今までのやりとりの中で反発もあったのですが、最終的には我々も大株主の一角を占める状態でもあ

。 、 、ります 利益が出れば当然それは配当に回すのか 運賃を安くするのかをちゃんときっちり議論できれば

私は今回の基盤創造交付金もできるだけたくさんの補助金が国からもらえるという仕組みをつくって、最

終的には佐渡汽船が利益が出たら、その利益を分配するのは、市民にするのか、株主にするのかのバラン

スをやっぱり考えるということをやるべきだろうと思いますので、またさっきの件も一度皆さん方にまた

ご検討いただいて、市民の方の意見もいただいて、改めて考えていきたいというふうに思います。

〇議長（竹内道廣君） 金光英晴君。

〇19番（金光英晴君） 意のある答弁をいただきましたので、私の質問はこれで終わります。どうもありが

とうございました。

〇議長（竹内道廣君） 以上で金光英晴君の一般質問は終わりました。

ここで10分間休憩します。

午後 ３時０５分 休憩

午後 ３時１５分 再開

〇議長（竹内道廣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、廣瀬擁君の一般質問を許します。

廣瀬擁君。

〔７番 廣瀬 擁君登壇〕

〇７番（廣瀬 擁君） 廣瀬擁です。お昼からの２番目で一番お疲れの時間でありますが、さわやかにやり

たいと思っておりますので、しばらくの間おつき合いをお願いいたします。

昭和39年、今から45年前、県内各地を回る聖火リレーで始まった新潟国体。全国初の、開催県が男女で

総合優勝という盛り上がりを経験し、天皇陛下の来島で佐渡島全体が日の丸の旗で揺れた光景がつい先日

のように思い出されます。今月14日、相川で採火された炬火が島内59区1,191人のリレーで100日後に迫っ

たトキめき新潟国体の機運を盛り上げる催しが各地で実施されました。出発式や到着式、それぞれの地域

で地域力を発揮し、地域力を生かした催しが実施されたことは大変すばらしいことでありました。地域住

民や市民がこのようにして盛り上げに協力してくれる姿に感謝を申し上げたいと思います。と同時に、こ

のようなすばらしい催しに議員諸氏の姿が見えなかったことが少々残念に思った次第であります。

さて、通告に従いまして一般質問に入らせていただきます。今回は、大きく３項目についてお尋ねをい

たします。佐渡市の観光行政については、いいかげんここいらで目を覚ましていただきたい。定年でもな

い管理職と観光振興係長を毎年毎年退職させ、一体観光行政をどういう方向に持っていきたいのか、今も

って理解に苦しむ。５月８日アポイントの後、課長の指定した日と時間に伺ったところ、課長はその場に

いながら「忙しい」の一言で面談には応じず、課長の代理で出席した職員は行政が住民とイベントに参画
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できない理由について「秘書室からとめられている」と言い放ち、どのような指示が秘書室から出ている

のか、文書にして示してほしいとの要望に対し、証拠が残るからか、文書には応じず、後日係長が電話を

するなど、組織ぐるみの連係で仕事をしない方向に進んでいる。このような職員は、総務部長お得意の人

事考課制度がどのように生かされるのでしょうか。早速今度の勤勉手当で差をつけるべきものと考えます

、 。 、が いかがでしょうか 佐渡市の職員の中でも根本的に仕事をするのが嫌な職員を観光振興係に配置して

ごみゼロの日は本年度は実施しない。住民参加のイベントには参画は秘書室からとめられているなどと汗

をかくことを拒み、担当者だけでなく、組織ぐるみでこのような方針でいることによって、どういう作用

が働いて佐渡観光が振興するのか、教えてもらいたいものです。課長、あなたの仕事は、これらの職員を

やめさせるか、更生させるかであって、弁護することではありません。第一、市長やあなたが観光施策を

考える上で、このような考えの職員は大きな妨げになるのではないでしょうか。

考えてみれば、平成18年から観光行政は本庁へ統一されつつあるが、支所では仕事は一切しないという

体質を貫いたことによって、観光行政はおかしな方向に進んでしまい、地域イベント、観光イベントの管

轄は本庁観光振興係であるにもかかわらず、相変わらず主催者任せ、支所任せで、当の観光振興係は一切

かかわろうとしない体質が芽生え、忙しいからという理由で逃げようとしているが、実際は忙しいからで

はありません。仕事ができないか、したくないからであると考えます。そもそもその程度の器しかない職

員をそのような係に配置した人事に問題があると考えます。観光行政を考える上で、このままのやり方を

このまま続けると、将来どうなるのかくらい考えてみてください。市長、あなたが本当にこの方針でよし

とするなら、このままの人事でもよいが、この助言を無視し人事異動をしないで現在の担当者で推し進め

る観光行政だと、地域が全く衰退し、余計悪い方向に進むのであれば、市長、あなたの責任ものでありま

す。そのくらい腹を据えて答弁を願いたいものです。したがって、議長にお願いしたい。今回は、課長の

答弁は必要ありません。私は、市長に質問をしているのであって、政策の権限のない課長の答弁の必要が

ないと考えています。

さて市長、外貨を稼ぐ意味では佐渡観光は最も重要であると考えますが、幾ら外貨を稼いでも観光業者

が税金を滞納するようでは話になりません。まして観光業者の滞納額は相当額なものになっています。こ

のような現状の中、市民の税金が市民のために使われるのではなく、効果的でない使われ方であってはい

けません。

そこで、佐渡汽船カーフェリー運賃片道1,000円についてであります。この施策は、これまでにないイ

ンパクトがあり斬新なものであります。交通費が安くなった影響で観光客がふえるのであれば、観光施策

として十分対応しなければなりません。

次に考えなければならないことは、どれだけ地元佐渡で消費にお金を落としていただくのか。お土産代

に回すのか。外貨を落としていただくことを考えなければなりません。せっかく観光客にお越しいただい

、 、 。ても ただ安い料金で佐渡観光しましたでは せっかくの貴重な税金を使っての経済対策ではありません

そこで、現在までの効果についてどのように評価しているのか。まだ調査段階でという答弁であれば、必

要ありませんが、ここで質問をしている意味は、現在の効果を集計していなくても、観光業者からいろい

ろな声が聞こえるはずですから、具体的に二、三教えていただきたいものであります。当然私もあちこち

を回り観光業者から現在の効果を聞いて現状を把握していますから、この視点で答弁をお願いを申し上げ
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ます。

次に、観光地、旅館、民宿、土産物店、図書館、博物館等の受け入れ態勢についてでありますが、佐渡

汽船の予約がとれず、宿泊施設のキャンセルが多くなることはあらかじめ予測されたことと思いますが、

この件に関してはどれだけの対策と周知を事前に行ったのかを教えていただきたい。

、 。 。次に 利用客の反応調査についてであります どのようなマーケティング調査をしているのか伺いたい

つまり片道1,000円というのは７月26日までの期間限定であり、永久に続く額ではありませんから、そう

することによってどのようなお客の流れを見出し、どの地方に対して誘客宣伝を打つのが効果的かという

のが分析されるはずであります。そういった意味で答弁をいただきたい。

次に、改善点ですが、まだ結果が最終的に出ていませんが、早くもなぜ島民ではなく観光客だけなのだ

。 、 。 、と疑問の声が出ています しかし一方で 県は秋に値下げを昨日の新聞に発表がありました そこで私は

島民に向けても割引の対象を広げたほうがよいと考えます。観光客に対しては、観光施設や期間中のイベ

ント等の情報発信を積極的にし、外貨を稼ぐという意識を強化したほうがよいと考えるが、どのような改

善点が考えられるのかをお尋ねいたします。そして、この結果を踏まえ、これまでの観光行政をどのよう

に分析し観光対策を考えているのかであります。以前佐渡百選で実験的に島内ツアーを行い、これを分析

して今後の観光施策に役立てたいといいながら何もしなかった例があります。佐渡百選、おけさ節、佐渡

お笑い島計画等、今までに多額の予算をつけても担当者がかわれば翌年丸投げ状態で、結果あげくの果て

が何も残らなかった。そうであれば、税金は何のために多額に投与されたのか。このような体質が佐渡市

の観光課にあるから、アクションプランもルネサンス事業も何も観光客減少の打開策には至らず、根づか

ないまま今日まで来ていると思うのです。今回この経済対策事業も、これまでのさまざまな経緯と体質を

踏まえた上で正しく分析し、正しく観光対策を考えなければ、またしても多額の税金だけが投与され、将

来的には何の効果もない観光施策になってしまいますので、ぜひ市長には的確な答弁をお願いをいたしま

す。

続いて、商工業の振興についてであります。中心市街地は、商業、業務、居住等の都市機能が集中し、

長い歴史の中で文化、伝統をはぐくみ、各種機能を培ってきたまちの顔とも言うべき地域であると考える

が、都市計画マスタープランや佐渡市景観計画の中からは中心市街地活性化策は見えてこない。中心市街

地については、中心市街地独特の多業種、多種機能の役員の変更等、さまざまな要素があり、民間だけが

自主性を持って活性化をすることは困難なところであり、合併以前は連携という意味で行政が中心となっ

て行ってきた部分が多くありました。しかし、佐渡市全体の流れとして行政主導から民間主導へと移り変

わる中で、中心市街地においてはコミュニティー団体や自主防災組織がつくられていないという現状があ

ります。民間の自主性もありますが、実際は中心市街地はやる気がないのではなく、やり方がわからない

のが現状であると考えます。このような背景の中、観光課の方程式であるやる気のないところには補助金

は出さないという体質は極めて遺憾であります。イベントの多くは、中心市街地であるにもかかわらず、

観光資源であるイベントを衰退させて喜んでいる観光課の職員には全くあきれるばかりでありますが、ぜ

ひ他の課はまともであるということを前提条件にし、内部から観光課を更生させてもらいたいものであり

ます。そこで、両津商店街は佐渡の表玄関としての顔があり、河原田商店街には島内商業活動の中心的な

役割があったが、今後の活性化策を伺います。
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、 、 、 、 。次に さまざまな事業を組み合わせ 相乗効果を得る必要性があると考えるが 具体策は であります

観光協会、商工会、支所がある地域においては、それぞれの地域を考える上でも、密に連携をして情報交

換をしなければならないと思うが、どのように考えているのかを伺いたい。

そして、行政における担当部局の連携の必要性についてでありますが、これは齋藤企画財政部長、あな

たにもお伺いいたします。中心市街地の活性化については、国でも特に力を入れているものであり、霞ヶ

関の全関係省庁で取り組んでいるものであります。地域振興の観点から、中心市街地においてはどのよう

なやり方で活性化を図るのが理想なのか、あなたが持っているデータに基づいて示すべきと考えます。私

、 、 、 、 、は 自主防災 地域コミュニティー 中心市街地の活性化をすべて関連させ 民間の自主性を前提にして

連携は行政が行うべきと考えます。その方針が企画から早く打ち出されていれば、平成18年度から始まっ

た、仕事をしない方向で考える観光課職員の暴走はとめられたのではないかと考えます。ぜひ中心市街地

の活性化をどうすることが一番最善、最短なのかをお伺いいたします。

次に、これまでの商工業施策をどのように分析し、今後の対策を考えているのかでありますが、これま

での商工施策はすべてが後手後手で、現状把握だけのような気がする。両津の商店街はどのように考えて

いるのか。河原田の商店街の発展策はどうなのか。佐渡各地に商店街があり、商工会があります。市は、

補助金を出している責任として、商工業の施策を考える機関でもありますので、どのように考えているの

かをお尋ねをいたします。

最後に、佐渡市の徴税体制についてであります。佐渡市の事業が経費削減の方向に進む中、税金の徴収

は財政確保のためにも最も重要なものと考えますが、不況のあおりを受けて年々滞納額がふえていってい

るのではないでしょうか。私はこれまでも何度も申し上げているが、徴収率を上げるためには担当者だけ

ではだめだと思っております。佐渡市は、今年度から債権収納対策課を設けて徴収の強化を図ろうとして

いますが、根本的に他の課が滞納者に補助金を出しているようでは、徴収係が何人いても足りません。観

光協会や商工会の役員に滞納者がいた場合は、観光協会や商工会への補助金そのものを削減する、イベン

ト等の実行委員に滞納者がいた場合は、イベントへの補助金を削減する等の方針を市が明確に示さなけれ

ば、徴収係と滞納者のイタチごっこはいつまでたっても終わりません。税金を滞納している宿泊施設にお

いて会議等市の事業を行う場合は、充当しない限り市の事業は認めない等の毅然とした態度を佐渡市は打

ち出すべきであるし、そもそも実行委員も、観光協会、商工会の役員等に滞納者がいて、何らかの会議で

滞納者が出席するようなことがあれば、佐渡市の施策は滞納者に振り回され、決められる可能性がありま

。 、 。 、す 最も滞納者が多い観光課は よくその辺を慎重に精査するべきであります 縦割り行政をよいことに

私は滞納者を知りませんと滞納者におしりを振っている可能性も十分あり得ます。こんなこと、もしも観

光課が行っているなら、徴収係はますます軽く見られてしまいます。

また、佐渡市職員、議員、そして人件費も補助金の対象になっている観光協会、商工会の役員について

も、納税すればよいという問題ではなく、当然納期限を守るべきものと考えているので、納税期に払わな

くても督促料を払えばよいと、また延滞金を払えばよいという問題ではなく、市民に見本を示すべき立場

でもありますので、ぜひ管理職に納期限の徹底をさせる等、納税意識を高めるように取り組んでいる自治

体もあるので、佐渡市も見習うべきものと考えます。このようなことをまず大前提に踏まえてからでない

と、債権収納対策課にだけ徴収を丸投げすることで徴収率が上がるはずもありません。徴収率を上げるに
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は市の体質から考え直さなければならず、そのためには徴税率の上がっている他の自治体で行っている、

全課において係長以上を徴収吏員にして滞納者の情報を共有することと考えます。今年度から新設された

債権収納対策課については、徴収方法の企業秘密もあるでしょうから深くは問いませんが、税収等につい

ては佐渡市全体で考えなければならない問題ですので、全課において係長以上を徴収吏員に、また滞納者

に補助金は出さないという制度を徹底する意向があるかどうかを市長にお尋ねをいたし、第１回目の質問

は終わります。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君の一般質問に対する答弁を許します。

髙野市長。

〔市長 髙野宏一郎君登壇〕

〇市長（髙野宏一郎君） それでは、廣瀬議員の質問にお答えしたいというふうに思います。

最初に、佐渡汽船カーフェリー片道1,000円について、現在までの効果についてはどのように評価して

いるかということですが、数字は産業観光部長に説明させますが、今まで申し上げているように国から来

る交付金17億5,000万、総事業で25億以上を、それぞれに地域の活性化、あるいは安心、安全、それから

将来への布石というふうに３つに分けて、どうもこの1,000円は観光関係だけだというふうなご批判があ

るので、当然のことで、これは観光向けの中の対策の一つでございます。そのほかにも当然地域の産業、

安心、安全、それから将来へ向けての予算に十分配慮しながら国も、さきにもちょっとお話ししましたけ

れども、２割は離島に、プラス財政力指数の弱いところにはさらに２割アップでいただいているわけでご

ざいますので、それぞれ配分して、徐々に市民の皆さん方にもわかりやすく説明していくということでご

ざいます。カーフェリーの問題については、これは入ってくる観光客に対する一つの大きな後押しになる

施策ですが、当然この後は佐渡島民がフェリーを使いやすい、それもかなり長く将来にわたってその流れ

を維持するための施策をいろいろ考えておりますので、よろしくお願いします。

今申し上げましたように受け入れ態勢、それから利用者の反応調査、それから改善点、これまだ１カ月

たっておりませんのではっきりはしませんが、詳細は産業観光部長に説明をさせていきたいというふうに

思います。

商工業の振興でございます。一般の旧来の商店街のお客さんの落ち込みが非常に激しいものがありまし

て、私も以前今から30年も前からですが、当時であればまだまだ対応ができる時代にいろんなコンサルタ

ントや、あるいは地域商工会別にいろんな提案をいただいてきました。しかし、なかなかそのとき、その

ときに適切な対応や、そういうものが地元でもなかなかその機運が高まりませんでしたし、ということは

そのころはまだよかったということなのです。気がついてみたら郊外に大型店が出店を続け、島外の資本

が席巻するというような時代になってしまいました。恐らく物を買うという機能、物販の機能を商店街が

果たすということは、なかなかもうこれからは難しいだろう。そういうにぎわいの場をつくる、楽しみと

買い物が一緒になったような場づくりというのは、正直言ってほとんどの商店街がもうその機能を失って

いるような気がします。そうしますと、遅れてスタートするそういう対策は、やはり地元のやる気という

のが最終的には支配するのだろうというふうに思います。企画は行政が立てることはできますが、しかし

実際やっていただくのは地域の商店街の方々でございますので、これにつきましても産業観光部長に説明

をさせていきたいというふうに思います。しかし、基本的な対策については、こうやったらいいかという
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のは、先ほども言いましたように行政が立てるべきだというふうに思います。

、 、 、徴税体制 適切な市財源の確保と速やかな滞納回収は喫緊の課題でありまして 本年度各課の持つ大口

長期、悪質滞納者及び複数の市債権滞納者に対応するために、債権収納対策課を議員も言われるようにつ

くりまして、徴税体制の強化に努めておりますし、不良債権につきましてはインターネット経由等で売却

も含めて、差し押さえの案件については小さな金額でも売却できるような仕組みの中に我々も今入ってや

っているところでございます。これも後ほど市民環境部長に説明させますが、この景気低迷の折から非常

に厳しい状況であることは当然議員もご理解いただけるというふうに思いますが、そうかといって収納率

、 。が格段に落ちていることを考えますと喫緊の課題であるというふうに考え 真剣に取り組んでまいります

これは市民環境部長に説明させたいと思います。

最後に、取り組み方針の中で滞納者の生活、営業等の実態等十分聴取しなければいけませんが、十分な

資産があるにもかかわらず納税意欲のない者に対しては、公正、公平性を確保する観点から厳正な処分を

もって対応するということを決めております。今後本来の納期内納税に、ぜひ結びつけていきたいという

覚悟を決めているところでございます。

以上でございます。

〇議長（竹内道廣君） 補足答弁を許します。

齋藤企画財政部長。

〇企画財政部長（齋藤元彦君） お答えをいたします。

中心市街地活性化につきまして企画財政部長としての考えをということでございましたが、市街地の整

備につきましては総合計画の中でも前期にしっかり書かれておる方針がございまして、つまり地域別のあ

るべき市街地像、それから地域別の整備課題に応じた整備方針をしっかり定めていくということが必要で

あるというふうに明記されております。つまり、地域にある特色を踏まえた上で、この地域がどういうあ

るべき姿であるかということをしっかり踏まえた上で地域づくりをしていかなければいけないというふう

になっておりまして、やはり合併してから５年がたちましたし、佐渡市の中に、私も去年から来させてい

ただきましたが、佐渡市全体としてはエコアイランドとか、あとはトキとか、そういった佐渡市のブラン

ドというものはすごく確立されているという状況になりつつありますが、それが地域別に、ではこの地域

はどういったあるべき姿なのか、これがどういう特色なのかというところがなかなか見えてこない面も正

直あるのかなというふうに感じたりいたします。したがいまして、そのそれぞれの地域の特色を踏まえた

まちづくりの方向性をしっかり考えていくことが必要であるというふうに考えております。

それで、具体的な手段といたしましては、都市計画のマスタープランとか、そういったものもあるので

すが、現在ことし総合計画の後期計画を策定するという時期になっております。できましたその中でも地

域別の将来のあるべき姿がどういったものかということもしっかり議論をして、その後期計画の中に落と

し込んでいくというプロセスができればいいなというふうに考えておるところでございます。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 補足答弁を許します。

金子市民環境部長。

〇市民環境部長（金子 優君） 私のほうから債権収納対策課の取り組みについて説明をいたします。これ
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につきましては、ことしの１月から準備室をつくりまして課の設置に準備を行ってまいりました。現在、

課長以下７人体制でこの課を設置をしております。16種目以上ある債権の中から840ぐらいをまず選びま

して、その中からさらに大口、長期、悪質というようなものを350件抽出をしまして、現在既に251件引き

継いでおります。額にしますと20年度末で約10億2,000万の滞納債権が膨らんでおります。このうち４億

2,000万についてこの課で引き継ぎをしました。引き継ぎに当たりましては、あくまでも大口、長期、悪

質なもの、担当課ではなかなか時間がなくてできないというものだけを引き継ぎましたので、あくまでも

残りのものについては原課、担当課にありますし、当然現年の分については担当課ということでございま

すので、常に連携をとりながら徴収をしていくという体制でございます。

、 、 、それから この課につきましては特に徴収のエキスパートといいますか 知識を高めていただきまして

各課の指導、助言等ができるような職員の研修も行っていきたいというふうに思っております。

〇議長（竹内道廣君） 補足答弁を許します。

金子産業観光部長。

〇産業観光部長（金子晴夫君） お答えいたします。

まず、カーフェリー片道1,000円問題であります。現在までの効果についてどのように評価をしている

かということでございますが、途中ではございますが、非常に大きな反響があったと、そういうふうに思

っております。我々も宿泊施設さん等々についてリサーチをしております。二、三例をご紹介させていた

だきます。まず、土日の宿泊者数ふえたか減ったか、大幅増とか、微増とか、そういうふうなのでとりま

した。観光旅館組合さんのお話でございますと、大幅増が11％、微増が41％、増減なしが32％等々になっ

てございます。それから、平日はではどうかということになりますと、微増が11％、増減なしが32％、微

減が36％ございます。それから、では以降の予約状況はどうかというふうなお問い合わせをしましたとこ

ろ、観光旅館組合さんでは微増が26％、以下増減なし、微減と、そういうふうになってございます。

それから、いろいろとご意見もお聞かせをいただいております。まず、土日に個人客がふえ、団体が少

なかった分埋め合わせになったというふうなご意見もございますし、インターネットでお客様が大勢お見

えになったと、そういうふうなのもございます。そのほかに、激安過ぎるのではないか、もとの料金にし

たらお客様が減るのでは困る、こういうふうなご意見もございました。

それから、２番目の受け入れ態勢のお話でございますが、各観光施設、それから旅館、民宿、土産物店

等々には協力を要請したのでありますが、図書館、博物館等々のいわゆるアミューズメント施設のほうに

は手を回しませんでした。そのあたりで少し行き違い等々があったようにも聞いております。

それから、利用客の反応調査でございますが、私たち土日の、特に土曜日発の一番人数が乗るところに

職員を乗せまして、ツアーディスクを今開かせていただいております。ほとんど乗ってから帰るまでお客

さんがそこへ相談にお見えになっております。そこでいろんな意見を聞かせていただいておりますし、日

曜日の、これも一番お客さんが多そうな時間帯をねらいまして、お客さんにアンケート調査をしておりま

す。もう既に二千何百通とっておりまして、これ等々また情報分析、整理をしまして、順次お伝えをして

いきたいと、そういうふうに考えております。

それから、改善点でございます。いろいろとアンケート調査からいろんな我々がとるそのリサーチの中

でもご意見を聞かせていただいております。その中ですぐ対処すべきはすぐ対処するようにしております
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が、これもまた来期以降に向けて、秋以降に向けて貴重な財産になろうかと、そういうふうに考えており

ます。

この結果を踏まえて、これまでの観光行政をどのように分析し、観光対策を考えているのかというお話

でございます。このたびの対策の結果だけというわけではございませんけれども、もともと佐渡観光につ

、 、 。きましては移動について金銭的 あるいは時間的なハンディといいますか コストがかさんでまいります

そういう意味では、ある意味しっかりと既存の施設等々磨き上げてそれに付加価値をつけて、それに見合

うような観光の体制を仕組んでいく、とっていく必要があるのではないか、そういうふうに考えておりま

す。

それから、商工業の振興について、特に中心市街地のお話でございます。商店街の活性化策でございま

すけれども、市街地の整備、改善等の商業の振興、活性化が一体となって進めていくことが非常に大切で

はないかと、そういうふうに考えております。そのための方策として、今までも恐らく言い古されてきた

と思うのですけれども、空き店舗の活用であるとか、こだわりの一品であるとか、魅力的、個性的な商品

の提供であるとか、イベントの連携等々、これも非常に大切なことだと思っております。それに加えて、

せっかくすばらしい施設が市街地にはあります。私みたいな田舎と比べますと、恐らくつっかけで買い物

に行けますし、歯医者もあります。そういうところで定住をするのには非常にいいのではないか。そうい

う方面もちょっと宣伝をして、そうするとそのために必要な段差の解消、バリアフリー化ですか、そうい

うお話、これこの件については議員から教えていただいた話なのですけれども、そういうところにも注目

をして活性化をしていくのも大切なことではないかと、私としてはそういうふうに考えております。当然

のことながら、さまざまな対策を組み合わせていくことによって活性化ができるのではないかと、そうい

うふうに考えております。

以上でございます。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） それでは市長、私はこのカーフェリーの片道1,000円というのは大変インパクトが

あり、またタイミングもよく、さすがは経済人出身の髙野市長らしいいい考えだなということで、臨時議

会でも私は賛成票を投じさせていただきました。それだけにこれが佐渡の観光の起爆剤になっていただけ

るという期待感を持っておるのです。これは大変いいことなのですが、いつ、だれがこれをお決めになっ

たのでしょうか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

（ ） 、 、〇市長 髙野宏一郎君 ４月16日だったそうでございますが 実はこの間もちょっとお話ししたのですが

全国離島でＥＴＣ1,000円に対して離島は非常に影響をこうむるという意見が出ていまして、公明党さん

は公明党さんで金子大臣のところへ陳情していただいた。これをいいことに我々もいろんな陳情をいたし

ました。知事にも陳情いたしました。しかしながら、国交省の道路局、要するに我々は何を根拠にしたか

というと、航路は道路ということを認めてもらったということを基本に、それでは道路に対してお金を出

したらいいのではないかということでありました。ところが、ＥＴＣ1,000円の財源は、実は隠し財源の

埋蔵金から出ているということになって、道路財源からは出せないということになりました。それは困る



- 149 -

ということで波状攻撃をかけまして、そのうちに上のほうはどうなっているのかわかりませんけれども、

一般会計化する予算の中から出そうという話が出ました。そうすると、我々はこれは今回出る交付金とい

うのはそういうことに使っていいのだなという内々の話をして、使えるということだったので、それでは

思い切ってそれは被害こうむる前にやろうと。３月28日からＥＴＣ始まりました。最初のうちはよくわか

りませんでしたが、３月まで佐渡の入り込み客はどんどん減っております。それで、４月が減ると大変な

ことになる。というのは、大観光交流年で、たまに新潟へ行きますと特に上越市あたりは非常に活気があ

るわけです 「天地人」がありますし、この客を高速道路にたまに乗ると高速道路のとんでもない遠いと。

ころから車のナンバーが散見される。これを何とかもらわないとと思っているうちに、４月は新聞でＪＲ

が落ち込んでいるという情報が入りました。ＪＲが落ち込めば、佐渡は圧倒的にＪＲで来ていますので、

佐渡実は５月の車の搬送量今回ふえて３倍になりましたけれども、３分の１くらいしか通常来ていないわ

けですから、佐渡の観光客というのは全然車で来ていないわけです。いないということは、今回これが入

らなければ、もとへ戻ってしまうわけですから、落ちるというよりも全然もとどおりということになって

しまう。何が何でも呼ぼう。連休を聞いたら、連休終わって７％増でした。でも、日めぐりがいいので、

去年の４日がことしは５日になっただけで２割はふえると思っていたのが７％、ＪＲは大幅に落ち込むと

いうことで、議会には迷惑かけましたけれども、やらせていただいたわけでございまして、結果何とかこ

の６、７で去年を上回る入り込みを確保したいというふうに考えているところです。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 大変観光業者も喜んでおります。また、利用された方も大変評判がいいです。それ

で、これは市長がお決めになって、その後恐らく三役会議があったと思うのです。当然こういうことは企

画のほうが考えるのですが、企画部長、その後どういうふうに指示を出したのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤企画財政部長。

〇企画財政部長（齋藤元彦君） お答えをいたします。

市長のほうからそういうふうな決断があったというふうに指示ございまして、４月16日に経済対策戦略

本部というものの設置と第１回会合がございましたので、その場で市長から、地域活性化のために佐渡汽

船が大幅な値引きというものを検討するようにという指示をいただくように会議の設定等をいたしまし

た。それで、具体的な玉については若手職員から成るプロジェクトチームで考えていったという流れにな

っております。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） それ大型プロジェクトチームの構成課というか、それを教えていただけますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤企画財政部長。

〇企画財政部長（齋藤元彦君） お答えをいたします。

ほぼ全部局からなっておりまして、各部局から３名程度の人間来ております。当然企画財政部において

は企画振興課、交通政策課になりますし、産業観光部においては観光課等も含まれております。
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以上です。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 当然１億5,000万円をそれに充てるという予算措置ですが、企業であるならば、粗

利３割のいただける企業だとすれば１億5,000万のお金を使うにはどれだけの売り上げ増が必要か、産業

観光部長、お願いします。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子産業観光部長。

〇産業観光部長（金子晴夫君） お答えいたします。

粗利３割でございますから、５億売り上げると粗利３割で１億5,000万になるかと思います。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 今、部長がおっしゃいました。５月末から始まって、６月、７月、２カ月間で５億

円の佐渡市にお金が落ちていただかねばならぬ。そのことを考えなければならないのですが、そのことは

企画財政部長、そういう指示は出しましたか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤企画財政部長。

〇企画財政部長（齋藤元彦君） お答えをいたします。

当然そういったことが必要でございますので、具体的には経済対策本部を複数回開催した中で、市長の

ほうからこのキャンペーンがしっかり島内に波及するようにという効果をもたらすようにというふうな指

示をいただくようにいたしております。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 当然そのように指示が出ておるということですから、観光課は土産物屋さん、商工

課は一般のお店、そういうところに、こういうことをやりますから、これだけの財政を投入して５億くら

いの浮揚力を上げるために頑張っておるから、そのための施策を考えたか、観光課と商工課、聞かせてく

ださい。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

計良観光課長。

〇観光課長（計良範龍君） お答えします。

まず、今回車でおいでになりますので、いっぱい土産を買っていただきたいというようなことで、まず

地元のお米なり農林水産品、それからお酒等々ありまして、一応商工会の加盟のお魚屋さんに問い合わせ

まして、道路マップをつくりたいのですが掲載させていただけませんでしょうかというようなことで、お

魚屋さんとＪＡの関係の特産品の方々等々伺って新鮮マップを作成しております。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

浅井商工課長。

〇商工課長（浅井和子君） お答えいたします。
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商工会を通じまして商工会の加盟店へ連絡させていただきました。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

（ ） 。 、 、〇７番 廣瀬 擁君 それぞれに策を講じていただいたという答弁をいただきました そこで 私は土曜

日曜以後、大佐渡を２日間ほどかかって各旅館、民宿、土産物屋、ずっと聞き取り調査をさせていただき

ました。皆さん方が今お答えいただいたことに対しては何の対応もしていなかったというのが現実のよう

でございます。ただし、二、三積極的に対応したところはひとり勝ちをしている。これは、その業者の考

え方ですばらしい成績を上げているところもあるのですが、どうしてもドライバーズカードみたいな行政

が机上で考えることをこういう形で協力をお願いしますという形では、ご協力はしますが積極的に自分が

それにかかわっていくという努力がないのです。これでは、１台乗用車が往復大体３万円かかるものが、

往復2,000円で終わるわけですから、２万8,000円のお金が浮いている。このお金を取り込む方法はあなた

方考えていただいたのですか、行政指導はあったのですかと聞いた。何もないと、こう言う。あなた方は

したと言う。業者は聞いていない。

〔 それは業者がやることだ」と呼ぶ者あり〕「

〇７番（廣瀬 擁君） それは業者がやることですが、やっぱり１つのものを、これだけのプロジェクトを

つくるのですから、佐渡の全体がレベルアップをする方法を考えていただかねばならぬというふうに思う

のです。これは、今後ろのほうからもありました。確かに業者が考えなければならないところです。１つ

の例を言いましょう。はじきのフィールドパーク、土曜、日曜、本マグロの解体ショーをやりました。連

日150人、200人のお客さんが入ってくるのです。そして、大体お昼の平均今までの単価は七、八百円だそ

、 、 、 。うですが 本マグロ定食1,700円 マグロ定食1,500円 これによって売り上げは倍増以上しているのです

それから、ある民宿へ行くと連日満館なのです。そこへ行くとやっぱり自分の独自のお土産を持たせる。

また、入ったときの従業員の笑顔がいい、こういうことが努力をしている。だけれども、行政のほうの努

力を、これから申し上げます、トキの森公園、これはどこの管轄ですか、運営主体は。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

木下トキ共生・環境課長。

〇トキ共生・環境課長（木下良則君） お答えを申し上げます。

資料館につきましては、建物は国のものですが、そこから佐渡市が運営をさせていただいております。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 営業時間はご存じですか。

〇議長（竹内道廣君） 木下トキ共生・環境課長。

〇トキ共生・環境課長（木下良則君） お答えを申し上げます。

、 、規則では９時から４時までとなっておりますけれども ただし書きで運用させていただいておりまして

現在の開閉時間８時半から５時ということになっております。ただし、お客様の制限は４時半ということ

にさせていただいております。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 市長、お聞きになりましたか。４時半で入館をストップしている。このことに対し

て、私のところへ物すごくメールや電話や苦情が来ています。なぜそうなのか。市長がせっかくこんない



- 152 -

、 、 、 、い企画を考えてくれたのに せめて土曜 日曜 週２日間ぐらいは30分延ばして５時まで開館するという

そういう指示は木下課長、出したのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

木下トキ共生・環境課長。

〇トキ共生・環境課長（木下良則君） お答えを申し上げます。

まず、当初その資料館が発足した当時は、研究機関といいますか、学習機関の施設でございました。そ

のあたりを考えながらこの開閉時間を今現在決めさせておりますけれども、トキにストレスを与えないよ

うなというような時間も考慮いたしておりまして、４時半ということで入館は制限をさせていただいてお

ります。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 30メートルも離れて窓枠から眺めるところでトキにストレスなんか与えるわけがな

いです。中国からわざわざ飛行機で来て、佐渡のトキを見たいって４時35分に来たと。秋田のお客様が午

前中着いてぐるっと大佐渡を回って、６人乗りのライトバンで来て、たまたまその中国から来た人と同じ

４時35分にトキの森に行ったらシャットアウト。中で従業員がガーガーと大きな掃除機で掃除をしていた

と。それで、入れる、入れない、なぜそうなのか。大変な悪印象を与えていますが、こういうことが、せ

、 。 、っかく市長がいいことを考えて実行してくれても 末端のところまでに浸透していない たったこの２人

６人、この人たちが佐渡に来ていいこと、いい思いをして帰してあげなければならないのに、大変な不快

感を持ってお帰りいただいた。こういうこと、どう思いますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

木下トキ共生・環境課長。

〇トキ共生・環境課長（木下良則君） お答えを申し上げます。

今、議員がおっしゃるように、少しその現場の職員に柔軟な気持ちがあれば、そういったことも考慮で

きたかと思います。そういったことで先日もお話をさせていただきましたし、おもてなしの心を持って今

後はお客様を迎えるようにという話をしておりますので、十分注意をしていきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 市長、これ早速この期間中だけでも改めてください。やる気があるかどうか、聞か

せてください。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） ばたばたしてそこまで気が回りませんで、課長に、十分反省しているようでござ

いますので。ただ、本当に何か別の制限があるのかどうかも確認してみますが、よろしくお願いします。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 市長は優しい。ちゃんと気配りがある。

、 。 。 、もう一つ 図書館について 連休に佐渡へおいでになったお客様がいらっしゃる 当然今佐渡へ来れば

トキ、金銀山、原生林、この３つはやっぱり観光の目玉です。そのことについて調べてみたいということ
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で図書館へ行ったら全館休みであった、何も資料が手に入らなかった。このことについて、佐渡市の閉店

時間とかお休みはどうなっているのか、聞かせてください。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） お答えいたします。

、 、 、図書館の開館状況 それと休日の扱いということだと思うのですが 図書館条例施行規則によりますと

、 、 。 、休館日は月曜日及び休日 年末年始 それと特別に整理等する期間というふうになっております それで

廣瀬さんのほうから聞きました５月の連休ということですが、５月の連休については、５月３、４、５、

６の連休の日は休館しておりました。この後６月以降、ジェットフォイルの割引の間、６月については月

曜日は休みで土日はあいているということで、ちょっとその辺は支障がなかったかなというふうに感じて

おります。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 大変議会事務局にお手数をかけて新潟県全市の図書館の資料を調べていただきまし

た。平日午前９時に開店し６時に閉店するのは佐渡市だけです。よそは７時、８時という対応です。それ

から、お休みが重なった場合はお休みを移動している、これだけの配慮があるのです。佐渡市の博物館、

図書館、全部をそうせよとは私は申し上げませんが、基幹図書館と言われるところぐらいは改善の余地が

あるように思う。それに取り組むかどうか、聞かせてください。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） お答えいたします。

まず、博物館、資料館等につきましては、年末年始等を除いてはすべて開館しております。連休等につ

いても開館していたというふうに考えております。なお、図書館等につきましては、県内の状況を私たち

も調べました。それで、その辺については休日については今ほど議員おっしゃるように基幹図書館はこの

後あけていく方向で検討したいというふうに考えております。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 前向きに対応するということを理解して図書館のことはやめますが、観光施設のこ

とについて、今言ったように行くところは大体お客さんは決まっているのです。そうしたら、あらかじめ

こことこことここは重点地域だな。そういうところは、こういう期間は特別に佐渡をぐるっと回ってきた

ら時間的に考えれば何時ごろここに到着するということは想定できるでしょう。そういうことを、なぜ部

長や課長が現場なり、それを把握しておって指示が出せないのかという点に、私は非常にまだるっこしさ

を覚える。そういう点をもう一度この期間中に見直す考えがあるかどうか、お尋ねします。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子産業観光部長。

〇産業観光部長（金子晴夫君） お答えいたします。

今回の対策の趣旨を我々が説明をするときに少し足らなかったようで、そういうふうにも反省をしてお

ります。これから同様の対策等々に取り組むときには、よく関係者の方々と意見交換をしながら取り組ん
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でまいりたいと、そういうふうに考えております。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

（ ） 、 、 。〇７番 廣瀬 擁君 これからの観光資源 また観光対策にしても 佐渡にはいっぱい資源があるのです

おいしいものもたくさんあるのです。お米はうまいし、お酒はうまいし、人情はいいし、景色はいいし、

あとはおもてなしの気持ち、ホスピタリティ、真心を持って接する。フィールドパークへ行ったときに支

配人がこう言いました 「私は、来てくれたお客様に対しては感動を与えてお帰りになっていただくので。

。 、 。 、 」す 感動を与えておけば その感動を必ず次の人に伝えてくれる そして それがリピーターにつながる

と、こういう言葉を聞いて、うわあすばらしいなと思った。観光のおもてなしの、これが基本です。これ

企画部長、全課で取り組む、そういうふうなあれをするという気持ちがあるか、聞かせてください。ぜひ

やってもらいたいから言うのです。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤企画財政部長。

〇企画財政部長（齋藤元彦君） お答えをいたします。

そういった気持ちで全課取り組むように頑張って、早目早目に皆でしっかり準備をするように頑張って

いきたいと思います。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 観光のことを言いましたので１つだけ聞かせてください。秘書課に本当にイベント

に行政がかかわってはいけないというふうなあれがあるのですか、書いたものが。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えをいたします。

廣瀬議員のほうから前段にもそういったお話がありましたが、そのようなことはないというふうに思っ

ております。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

（ ） 、 。 、〇７番 廣瀬 擁君 私がここで言う以上は しっかりと確約をとってお話をしているのです ですから

もう一つ確認するならば、課長の代理で一緒に話をしてくれた職員は、課長の言葉として私どもはとらえ

ているのです。それを１度ならずも２度までも言われると、本当にあるやに思う。課長、部長はないと言

っても、そういうふうに言われると、あるのではないかと思う。だから、文書で示してもらいたいと、こ

う言った。本当にないのか、あるのか、聞かせてください。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

中川総務課長。

〇総務課長（中川義彦君） お答えいたします。

今の話、ちょっと私全くわからないというのが本当のところでございます。後で廣瀬さんからいろんな

事実関係を聞いて対処したいと思います。よろしくお願いします。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。
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〇７番（廣瀬 擁君） ここで押し問答するつもりはありません。私は前々から言っているのは、事務局を

行政内に置くなと言うたのは、行政の中に置いてしまうと何もかも皆さん方が机の上でやってしまって、

地域に力がなくなるからそういうふうなものはだめですよと言うておる。絶対持ってはいけませんよと言

うていないのだ。教育委員会なんか現に持っているではないですか、トライアスロンにしたって、あれに

したって。ですから、持ってもいいのです。ただ、行政が一生懸命事務局持ってやっていたのに、地域力

がないところなのに、地域イベントだ、観光イベントだってぽおんと出してしまったから、そういうとこ

ろに自立の力がなかったから、お金の切れ目が縁の切れ目でぽしゃってしまった。だから、せっかく今ま

で続いてきた立派な地域のイベントが壊れてしまう。そういうことが、次の商店街をどういうふうにして

いくのか、地域コミュニティーをどういうふうにしていくのかというときに、お祭りをやる、イベントを

やるというのは、いろんな業種、いろんなお仕事に携わっている人、いろんな地域の関係者が今まで集ま

ってみんなで運営したものではないですか。それが崩壊してしまうと地域が壊れるということになる。こ

れではいけないということを言うているから、そういうところは大いに行政がやっぱり事務局が入ってい

ないとだめなの。例えば何々実行委員会というものがあって、島外に発信していくときに何々実行委員会

というふうな封筒でやったらだれも相手にしないのだ。佐渡市観光課という封筒を使って、その中に観光

課の職員の名前が一，二入っていると、与える印象がインパクトが違う、協力度合いが違うということを

言いたい。そういうところは、大いにやらなければならない、伸ばさなければならない。そこまで逃げて

いるのだ、観光課は。だから、皆怒るのだ。だから、言いたくないことを言わなければならない。そうい

う事実があるということは、観光課長、把握していますね。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

計良観光課長。

〇観光課長（計良範龍君） お答えいたします。

観光課としては、冒頭おっしゃられたようなスタンスではなくて、お手伝いできる地域イベントについ

ては、観光課の職員を始め、市役所の職員もお手伝いに出ておるつもりでございます。例えば大野亀のカ

、 、 。ンゾウ祭り それから宵乃舞等 先週の能楽堂等も観光課からお手伝いに出させていただいておりますし

ただ、観光課の職員も限られております。先ほど部長が申し上げたように、日曜日の午後から夜間までの

３便、アンケート調査に職員が出向いてとっております。そんな関係で、すべてお手伝いできるというの

はできないかもしれませんけれども、今までお手伝いしている部分についてはお手伝いしていきたいと思

っております。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

時間がありませんから、これはもう私とまた後でお話し合いをさせていただくことにして、中心市街地

活性化策、これは私はぜひ、合併して丸５年がたって、商業施策の中にこの地域の発展策とか持っていき

方という話し合いも持たれないでいるということが不思議でならない。これは部長、どういうふうに各課

長に指示を出しているのですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子産業観光部長。
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〇産業観光部長（金子晴夫君） お答えいたします。

市街地の活性化事業、大変に大切なことだと考えております。今までの経緯等々も見させていただいて

おるのですが、なるほど合併してから５年間目立った取り組みがないのも承知をいたしております。私た

ち内部のほうでは、何とかしなければならぬということで、今制度等々を調べ、それからこの間議員から

もいろいろたくさんの資料をいただきました。あの先進地等々調査をしながら、取り組めるところから進

んでみたいなと、そういうふうに考えております。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 市長、このやっぱり中心市街地は、僕は一番いいのは先進地を視察をするというこ

とが一番の早道だと思うのです。特に市長が、エコであり、人に優しい商店街をつくろうとか、人に優し

い島づくりをしようとしているときに、やっぱり優しさが大事です。バリアフリー化、これは一番の私は

キーポイントだと思います。三重県の伊勢志摩市、全部バリアフリー化しました。全国から視察が年間何

百団体と行っているのです。私も行ってきました 「赤福」の問題がありましたが、そんなどころの問題。

ではないです。やっぱり優しさがあります。佐渡と同じに海と潮とお伊勢さんです、神社、仏閣です。あ

る意味共通点がありますから。そしてバリアフリーというのは、健常者の方から見ると何とも思わないの

ですが、商店街の例えばこれだけの段差、私の母親93歳ですが、おりられません。ベビーカーでそこを上

がろうとしても上がれません。大体住民の５分の１は、そういうものにバリアを感じている人が多いとい

うふうに書かれています。そうすると、５人に１人が需要客になり得るということもあるわけですから、

これはぜひ施策の中に生かしてください。十分私は佐渡がそういうことを仮にやったとしたら、全国から

研修に来る、また観光地としても光るものがあるというふうに思いますから、ぜひそういう観点で、この

、 、 、 、 。 、問題も商工課 観光課 企画課 建設課 すべて関係するところは力を合わせてやってください これは

答弁は結構です。市長、ぜひそういうものに職員が研修に行きたいという要望が出たら、たくさんの予算

をつけて出してやってもらいたい。それだけをお願いしておきます。

徴税体制、せっかく債権収納対策課長がおいでいただいておりますので、少しこういう努力をしている

という苦労話を１つ、２つ聞かせてください。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

足立債権収納対策課長。

〇債権収納対策課長（足立俊裕君） 債権収納対策課の足立でございます。よろしくお願いいたします。突

然の質問で戸惑っておるところでございますが、大分古くからの滞納額がございます。20年度末で昨日調

べたところ6,000人余りの滞納者がございます。その中でどのように収納に向けて動くかということで、

今いろいろ苦慮しながら考えているところでございますが、やはりこういった経済状況下のもと、また三

位一体改革の地方税に対するウエート、税移譲がかなりウエートを占めてきたというような中であります

けれども、税の公平、公正さの観点から、甘んじるところなく、やはり滞納整理に当たりましては毅然と

厳正に立ち向かって徴収に向けて頑張っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 少々苦労話にならなかった点もあったようですが、廣瀬擁一般質問資料をひとつご

らんになっていただきたい。ここで一生懸命頑張っていただいているせいですか、下のほうの観光関連市
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債権に係る滞納金額が少し減っているようですが、この金額、部長、お読みいただけますか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子市民環境部長。

〇市民環境部長（金子 優君） 資料のほうですけれども、市債権ということで20年度２億3,357万4,000円

という数字でございます。ちなみに、19年は２億9,662万4,000円という数字でございます。

〔 入湯税も一緒に」と呼ぶ者あり〕「

〇市民環境部長（金子 優君） 済みません。不足がありました。このうち入湯税でございますけれども、

20年度634万6,000円、19年度が1,485万5,000円でございます。これは、内数でございます。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） これだけ減ってきているということは、債権収納対策課の私は努力のたまものだと

思います。入湯税というのは、お客様から先にいただいているものでありますが、なぜこういうふうな形

で滞納がふえるのか。私は、これは悪質な滞納だと思うのですが、これを市報「さど」とか、ああいうも

ので公表をするということで徴収率を上げるということが可能かどうか、お尋ねします。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子市民環境部長。

〇市民環境部長（金子 優君） 全体の数字として公表することは可能ですけれども、これを個々に出すと

いうことはできません。総数ということであれば、出すことは可能であると思います。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 観光課長、よく見ておいてください。これだけ観光関係の滞納額があるのです。こ

ういうところに佐渡を代表する企業が固まっていながら、大事な基幹産業でありながら滞納が多い。そし

て、市からの今度のカーフェリー片道1,000円の施策にしても、観光業者が一番メリットがあるように配

慮をした形を考えている。それで、冒頭の演壇で話をした面もありますが、例えば滞納しているホテルや

旅館、あるいはそういう施設としましょう。そういったところで会議をした、その代金を相殺する。全額

をするということは、仕入れ業者に、お魚屋さんや刺身屋さんやお米屋さんや、そういったところに払わ

なければなりませんから語弊がありますが、せめて３分の１ぐらいは税に充当させるということぐらいは

私はしていくべきだと思う。あなた方は、税金を配ってやっているので、補助金をつけてやっているのだ

、 。 、から そういうことはちゃんとわかっていなければならない 滞納率の多いところで宴会をやってみたり

それでそれを全額相殺するのではなくて会計課のほうに伝票が回ってくれば会計課長全部払います。それ

を３分の１は収納すると、そういうことはできぬのかどうか、聞かせてください。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子市民環境部長。

〇市民環境部長（金子 優君） 原則として、相殺というのは不可能です。方法としますと、この金額を差

し押さえという形ということは可能です。それは、差し押さえの手続をとって、これは会計課を押さえる

のではなくて、そもそものその支払う工事金であるとか使用料とか、それを差し押さえができるというこ

とは可能です。ただし、事前に納めていただくということは、観光課のほうでこういうふうな滞納がある

ので納めてくださいよと言うことはできますけれども、強制的に押さえるということはできません。
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〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 観光課長、これだけはしっかり覚えておいてください。滞納する人がどこどこの観

光協会の役員をやるとか、大事な市の政策を骨子を決めるときの委員に入っているとか、こういうふうな

。 、 、ことがあっては私は正確ないい策が決まらないように思う 人選をする上でも こういうことは総務課長

これはあなたの役目でしょう。そういうところをちゃんと……総務部長ですね、ちゃんとそういうことは

把握しているのでしょうね。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えいたします。

その滞納者を把握をしておるかということでありますが、把握はしておりません。廣瀬議員のおっしゃ

るというそういう意味といいますか、そういう質問の趣旨はよくわかりますが、具体的に現実にどういう

形で滞納しているかということについて、私ども承知はしておりません。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 市民部長、これだから私は徴収吏員にしなさいと言うておる。それちゃんと言うて

やってください。あなた、予算編成のときにこうこうこうやって出ていたら、そこは少し滞納が多いので

すよということは言うて指示出しておるのでしょう。聞かせてください。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子市民環境部長。

〇市民環境部長（金子 優君） そういう情報については、原則として内部であっても公表することは個人

の秘密でございます。それは、それぞれの担当課のほうで何らかの形でということでございますので、私

のほうからここは滞納があるというようなことは言うことはできません。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） ごもっともなことでございますが、それは自分が収納係になって行けばわかること

ということを言うておるのです。そこで総務部長、私廣瀬擁一般質問資料、これの一番右上の数字をお読

みいただけますか。左です。済みません。

〇議長（竹内道廣君） これ読むと、何か意味あるのですか。

〇７番（廣瀬 擁君） 意味あるの。

〇議長（竹内道廣君） 自分の出した資料ですから、これを執行部が出した資料のごとく読ませるというの

はいかがなものかと、間違いがあったりした場合。ここでもし読むなら、あなたのほうが読んでもらいた

いと。

〇７番（廣瀬 擁君） わかりました。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） これ、2009年６月18日９時55分佐渡市と書いてあります。私は、これ議会事務局を

通じて早目に、せめて一般質問の３日前までは出していただきたいというお願いをしておきました。税務

課長は、ちゃんと対応してくれました。だけれども、総務部長のところでとまっていた。これはどういう

ことなのですか、聞かせてください。
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〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えいたします。

私のところでとめていたということはございません。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） では、なぜ18日にならないで、私がここへ来てから催促してからこれファクスした

のですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

金子市民環境部長。

〇市民環境部長（金子 優君） 何か内部のごたごたでございますけれども、私のところでは16日の朝一番

で総務課のほうに提出をしました。

〔 たらい回し」と呼ぶ者あり〕「

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） お聞きになりました。これだけ議員は、資料請求をするにはそれなりの覚悟で出し

ておるのです。ですから、せっかく担当課で一生懸命やってくださったら、ちゃんと早目に回してくださ

い。すぐ対応してくれますか、これから。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えをいたします。

今そのようなお話が、そういう経緯があったということでありますから、それが今後ないような、そう

いったことがないようにこれからまた気をつけてまいりたいということであります。

〇議長（竹内道廣君） 廣瀬擁君。

〇７番（廣瀬 擁君） 早速人事考課で再考していただきたいものであります。市長、副市長、お願いをい

たします。時間もなくなりましたが、このように市長は大変いい施策をいつも考えてくれます。さすが経

済人と言えるタイミングもいいです。それを皆さん方はしっかりと課長、部長受けとめて、どこにどうい

う指示を出して、どうしなければならないかということは勉強してください。市民は、それを期待してい

るのです、それを見ているのです。笑っていたらだめなのだ。本当なのです。私らの倍の給料をもらって

いるはずなのです。それだけの期待にこたえてくれることを期待して、私の一般質問は終わらせていただ

きます。ありがとうございました。

〇議長（竹内道廣君） 以上で廣瀬擁君の一般質問は終わりました。

ここで10分間休憩します。

午後 ４時４７分 休憩

午後 ４時５８分 再開

〇議長（竹内道廣君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

次に、佐藤孝君の一般質問を許します。
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佐藤孝君。

〔18番 佐藤 孝君登壇〕

〇18番（佐藤 孝君） 新生クラブ、佐藤です。本日最後の一般質問をやらせていただきます。３月定例会

の代表質問で質問しました内容と同じような内容の一般質問に今回はなります。３月の代表質問につきま

しては、質問１回、答弁１回ということで、答弁のほうは答弁漏れがあってもまた再質問は私できません

、 。 。でしたので きょうは細々したことは質問しません 市長の明快なる答弁をお願いいたしたいと思います

それでは初めに、行政改革とその後の検証についてでありますが、本庁、支所、行政サービスセンター

として組織改革をし、２カ月半が過ぎました。本庁対支所、支所対サービスセンターの業務分担や決裁の

流れは、今までの本庁対支所間の業務分担や決裁の流れより非常にわかりにくくなっていると思います。

担当部局は、各支所やサービスセンターを回ってみて聞き取り調査やいろんな苦情等あったかどうか確認

をしたのか、お聞きいたします。当然サービス面での低下は起きていると思います。住民からは、これか

ら周辺地域はどうなるのだと不安の声を耳にします。反省点が多く出ているなら、改善に向けて検討しな

ければなりませんが、現段階での状況をお聞きします。

次に２番目として、市は今本庁を始め支所やサービスセンターまで１日の業務量算定表を職員一人一人

から記入し提出させていますが、各業務についてどのくらいの時間を費やしているか調査して、何に活用

したいのかよくわかりません。私は、行政サービスセンターでの窓口業務やその他、どういう相談が来て

いるのか把握し、どのくらいの人員規模ならサービスができるのか、状況収拾のためのものならいいと思

いますけれども、支所、サービスセンターの人員削減ありきの調査ならやる必要はないというふうに思い

ます。何のために行っているのか、お聞きいたします。

、 、 。次に３番目として 議会の行政改革特別委員会より 余剰人員を何とかするように指摘を受けています

今まで一般質問でも余剰人員でプロジェクトチームをつくって専門事業に当たらせたらどうかとか、質問

が出ていましたが、一方教育委員会では今回人員が大変不足していると聞いております。教育委員会は、

現場での仕事や事業も多く持っていてデスクワークだけでは仕事ができない部局であります。組織改革や

人事異動に何か問題があったのではないかと思います。その辺をお聞きいたしたいと思います。

次に４番目として、南教育事務所ですが、所管の施設が多く点在する南佐渡離島開発センターへ移転す

べきではないかと考えます。今南部地区では、小木サービスセンターだけどこにするか協議段階でありま

す。現在の施設より南教育事務所小木出張所が入っている南佐渡離島開発センターのほうが新しく、閉め

てしまうとまだ補助金も残っているという問題もあります。私は、小木行政サービスセンターと南教育事

務所を一緒にし南佐渡離島開発センターへ入ったほうが、効率的にも機能的にも最適であると考えます。

どのように改革するのか、お聞きいたします。

続きまして、大きな２番目として、公共施設の見直しについてでありますが、総務部長通知や行政改革

課が出した資料等を見ますと、ほとんど最終的には譲渡や廃止の方向に進んでいるように思われます。私

が３月定例会の代表質問でも言ったように、施設の検討をする場合は優先順位を決め、そして行うべきと

提言をしました。市直営で運営しなければならない施設、例えばアマチュア美術館などもあると思います

が、関係するそれぞれの部局と真剣に協議をしているのか、お伺いいたします。

次に、各支所やサービスセンターにある不要な備品等は、今後支所やサービスセンターの移転等にも絡
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み、前回の一般質問でも指摘したとおり早急に処分しなければならないと思います。台帳のほうはできて

いるのか。また、いつごろどのような方法で処分をするのか、お聞きいたします。

最後に、大きな３番目として観光問題についてですが、初めに現在行っております航送料往復2,000円

の期間限定割引は予約でいっぱいと聞きます。この秋より佐渡発のフェリーに対しても優遇措置をしたい

と市長は記者会見で話しております。それは、航送料の割引や運賃の割引なのか、また別の考えがあるの

、 、 、か 今後協議するとのことでありますが 恐らく市長の頭の中にはある程度の考えはあると思いますので

そこをお聞かせ願いたいと思います。

次に２番目として、合宿や修学旅行の誘致についてであります。近年景気が低迷していることもあると

思いますが、今まで船に乗って佐渡島へ来ていた学校が福島県方面へ移ったとの話を聞きました。体験学

習のプログラムはそろっている佐渡なのになぜ来なくなったのかと考えますと、料金の問題、アクセスの

問題等あろうと思いますが、市もそういう情報が入っているなら、何が原因なのか検証していますか。そ

の辺をお聞きいたします。

最後に、平成３年度から18年度までの観光客の入り込み数を市のホームページで見ますと、県外からの

観光客数が、平成13年度約91万人から、平成18年度は約39万人と激減しております。それに比べて県内客

数は、波はある分にも約29万人から25万人と余り変わらず推移をしています。それとは逆に、外国人観光

客は平成16年度から増加をしております。今後県外観光客の誘客の取り組みとして、市も観光協会や民間

業者等と協力し、もっともっと観光キャラバンに力を入れるべきと思いますが、いかがお考えかお聞きし

まして１回目の質問といたします。この後は、質問席で再質問はさせていただきます。

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君の一般質問に対する答弁を許します。

髙野市長。

〔市長 髙野宏一郎君登壇〕

〇市長（髙野宏一郎君） それでは、佐藤孝議員の質問にお答えしたいと思います。

３つございまして、最初の行革とその後の検証について、本庁、支所等のサービスセンター、これの問

題で日々の行動報告をさせていると云々ということでございます。あるいは、行政改革委員会、余剰人員

の活用の問題、南教育事務所の移転の問題、それから公共施設等々でございますが、現在いずれにしても

、 、 、大きく支所 本庁方式の中で 本庁シフトは否めない今後の大きな課題だというふうに思っておりますし

もう既に行政サービスセンターとして窓口業務に特化しようというかつての支所もたくさんございます。

できるだけ早く体制を整えて、十分本庁からもバックアップできるような仕組みにしたいというふうに考

えております。

それから、詳細（２）番 （３ （４ 、これは総務部長から説明させます。、 ）、 ）

公共施設の見直しにつきましては、平成18年に佐渡市公共施設見直し指針を策定して、それに基づいて

方向づけを行っているところでございます。備品の処理等でございますが、これも総務部長に説明をさせ

たいというふうに思います。

３番目、観光問題でございますが、この中で往復乗用車2,000円の問題、多くの議員から質問がありま

した。今回の問題は、大きな一石を投じ、県や国も対応をぜひということでいろんな形でアプローチを続

けておりますが、県は６月17日の記者会見で秋口にやるということをおっしゃっておられます。そのほか
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にも、例えば新潟市内のお客さんをふやすための施策、これは佐渡汽船が独自でやるということにもなっ

ておりますし、県と佐渡市の今度のどういうふうな基本的な組み合わせでやるかということについては、

議会中でもありまして、まだ話をしておりません。ただ、私どもとしては島民が今度中心といいますか、

ある程度継続的に、それからそれが終わってもまた次に最終的には佐渡汽船の値下げにつながるような施

策へ持っていきたい、つなげていきたいと考えておりますので、これは県と連携をしながらこの問題で議

論をしていく必要があるのではないかと。今回のカンフル剤の注射みたいな突然というふうにはいかない

というふうに考えて、まだ十分時間もございますし、佐渡汽船も入れて相談しながらやっていくつもりで

す。

合宿、修学旅行が福島県等に流れていると、この情報はまた部長のほうから説明をさせたいと思います

が、全体に少子化の影響は大きく響いているというふうに聞いております。これらの対応は、当然件数を

ふやした営業がどうしても必要だというふうに考えておりますし、体験学習のプログラムの多様性を確保

するということも大事だというふうに考えます。

県外観光客が激減しているということでございますが、やはり一番の問題は景気の問題がかなり尾を引

いているということもございます。その意味で、とりあえずはＥＴＣ1,000円に対応する今回のカンフル

剤注射いたしましたが、議員がおっしゃるように民間観光業者等と協力して観光キャラバンにもっと力を

入れるべき。これも効果的にやりませんと結構経費もかかったりすると思いますので、ボランティアキャ

ラバン等も含めてぜひ検討はしていきたいというふうに考えておるところでございます。

〇議長（竹内道廣君） 補足答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えをいたします。

私のほうから、１番目の行政改革とその後の検証というところについてお答えをいたします。まず、第

１点の支所をサービスセンターとして窓口の混乱はなかったのか、聞き取りはしたのかということでござ

いますが、このことにつきましては、昨年の窓口の混乱ということもございまして、総体としては職員を

減らしたということもありまして、その窓口の混乱がないように一時的なフォローということをさせても

。 。 、らいました 応援体制をとらせてもらった支所あるいはサービスセンターもございます 全般については

４月当初すべての支所、サービスセンターを回ってみました。そして、その後支所長、サービスセンター

長会議を開いていろいろ聞き取りを行ったところでありますが、特に大きな混乱はなかったというふうに

承知はしております。

それから、行政サービスセンターで事務のチェックをして職員が１日の行動報告をさせておるが何のた

めだということでございますが、これについては、まず私どもとして19年度から本庁については内部の事

務事業がきちんとされておるか、それがコスト意識に基づいた形でなされているかということで、年間の

業務時間数を可視化するということで調査を行っておりますが、本年度から支所とサービスセンターにつ

いてもそのことを導入したものであります。決してこれは職員の削減ということではなくて、その仕事が

本来何時間で年間どのぐらいの時間をどのくらいに短縮すれば効率的か、あるいはその分をどういった仕

事に回すことができるのかといった観点から取り組んでおるというものでございます。

それから、３番でありますが、余剰人員というふうに言われておる、教育委員会で人員が不足している
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ということでございますが、これにつきましては、公共施設の見直し、それから教育事務所、出張所との

事務調整や検証を行うという中で新年度の体制について検討していきたいというふうに思います。

それから、南教育事務所の移転ということでございますが、これにつきましては今現在検討をしておる

ところでございます。今ほどのご提案についても一案として参考にさせていただきたいというふうに思い

ます。

それから、公共施設の見直しでございますが、これについて、お話にありましたように平成18年の公共

施設見直し指針に基づきまして協議を進めておりますが、さらなる見直しというところでその作業の内容

については議会の行財政改革特別委員会のほうにも見直しに係る資料を提出して意見を求めておるという

ことでございます。その方向性に対しては、この後も意見をもらいながらきちんと進めていきたいという

ふうに考えております。

それから、最後でありますが、不要になった庁用物品ということでありますが、今現在取りまとめは終

わっております。特に支所やサービスセンターの事務用の机、いす、パソコンの机、あるいはキャビネッ

ト等について全体の掌握ができつつあります。これを７月にきちんと整理をして、10月までには処分をし

ていく、公募による公売という形で処分をしていきたいというように考えておるところであります。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 補足答弁を許します。

金子産業観光部長。

〇産業観光部長（金子晴夫君） お答えいたします。

合宿や修学旅行が福島県に流れ本年度は減少傾向にあると聞く、体験学習のプログラムが各施設に整備

されながら、何が原因なのか検証しているのかということでございますが、まず、学校数よりも１クラス

当たりの人数が減っております。その関係で、学校数は一生懸命稼ぐのですけれども、人数が思うように

ふえないということもございます。ただ、この傾向につきましては、佐渡へ来る学校だけでなくて全国的

に同じわけでありますので、今後ともこの学校数の確保に当たりましては、今までのつてを頼りながら学

校さんに食い込んでいって修学旅行の確保に努めたいと、そういうふうに考えております。

〇議長（竹内道廣君） 質問を許します。

佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） それでは、まず本庁、支所、サービスセンターのことに関してですけれども、今答

弁の中では、当然本庁、支所、サービスセンター、これについては今見直しはしたけれども、聞きたいの

、 。 、 、は この後どうするかということなのです 通常の普通の企業ですと 現場で働く従業員が少なくなれば

当然これは頭でっかちになって倒産しますけれども、この支所やサービスセンターの、要するに削減あり

。 、 、 、きで私は動いているような気がします それで 実は広島県の三次市の例を出しますと ２日前でしたか

総務部の行政係のほうに電話をして７つある支所の人員体制を確認しました。そしたら、旧村は13名、旧

町は18名、大体これぐらいだということで、この三次市というのは、佐渡市より１カ月早く合併した地区

であります。この地区もほとんど面積的にも人口的にも佐渡市と同じであります。議長もよく言われます

けれども、佐渡市年間1,000人ぐらい減っていくということで、三次市も大体規模的には似た数字です。

800人ぐらいずつ年間減っていっております。それで、お電話をしたところ、この13名と18名、これ以上
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。 、今のところ下げるつもりはありませんということでありました 職員数が1,000人切っているこの三次市

そして我が佐渡市は1,700人ということで、ざっと計算しても佐渡市のほうもサービスセンターと支所の

この人員体制、これ以上は削減はなかなかできないと思います。やるとすれば本庁の見直しをしなければ

ならないというふうに思いますが、いかがでしょうか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えをいたします。

三次市の事例等については、佐藤議員のほうからもお話を聞いた中で、今そういう形で進めておるとい

うことで私どもは承知をしておるところであります。私どもとしては、類似団体に比べて倍の職員数がお

るというところでありまして、当然ながらこの職員の削減ということについては避けては通れないという

ふうに思っておりますし、今それをどういう形で進めていくかということについては、まず支所、サービ

スセンターについて業務の見直しをする中で削減をさせていただいたわけでありますが、我々としてはで

きる限りの工夫、行政の無駄を省きながら、まだ一般行政職についても多いわけでありますし、削減に取

り組んでいくというふうに考えております。ただ、サービスセンター今11名、10名という形の中でおりま

すし、三次市の関係を見ましてもやはり同じように11名なり十五、六名という形で進んでおるようであり

ます。しかしながら、私どもは基本的にはまだ職員数は多いというふうに考えておりますし、どういった

形で削減していけるか、これからまたご意見を伺いながら取り組んでいきたいというふうに考えておりま

す。

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） 私は、本庁は業務の切り売りをしているような感じがするのです。細かく業務を分

けて、そして職員に１人ずつ担当させると、これではなかなかそれは人数を減らすというわけにいかない

というふうに思います。ある程度の範囲の内容がわかるようなそういう業務分担が私は必要ではないかと

思うのです、職員を削減するためには。先般地域の住民の方と一緒に市民環境部のほうへ相談に行きまし

た。そして、最初対応がどうか大変心配しておったのですけれども、そしたら心配することなかれ、市民

課の係長きちっと対処してくれました、手早く。一緒に行った住民の方も大変喜んでおられました。こう

いうすばらしい係長、職員、こういうすばらしい職員いればそんなに人数は多くなくても仕事ができるは

ずなのです、実際の話。ですから、それがなぜできないかというのが、私は本当に不思議でなりません。

ですから、職員研修が本当にきちっとなされているのか、上司、課長、部長がどれだけその職員の業務を

見ておられるのかということであります。本所の人員削減を要するにどのように本気でやっていくのかど

うか、そこをまずちょっと聞かせてください。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えをいたします。

確かにきっちりとした仕事をする職員がいれば頭数ではありませんということであります。そのとおり

だというふうに思いますし、我々も先ほど質問の中にありました事務事業という部分でも、不要な仕事を

やっているのではないか、旧市町村から引き継いだその仕事をまだ惰性でもってやっているのではないか
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といったようなところもありまして、事務事業評価という部分で検証させてもらっているところでありま

す。本庁についても当然ながら削減の方向で進めていきたいというふうに考えております。

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） 今私が話したように業務の要するに見直しをして、やっぱりきちっとやってくださ

い。本当に末端ばっかり削られて、やっぱり住民の方々心配しているのです。このままだと、何で中央ば

っかり人間集めるのということになります。できましたら幹部の方々、三次市へ視察にでも行かれた幹部

の方いますか。いないですよね。議会のほうは、19年に行ってきました。すばらしいです、ここは取り組

みがものすごく。退職についても、ある年度、18年なら18年度に物すごく45歳の方には手厚くプラスアル

ファで退職金を出しているという、毎回やっているのではなくて、ポイントを絞ってぱっとその年にやっ

ているというのがあります。その辺を踏まえて、やっぱりちょっと一回行ってきたほうがいいのではない

。 。 、 、かと思います ３日ほど前にプロ野球の楽天と広島戦がありました 三次市 すばらしい球場をつくって

新聞に出ていました。それだけきちっとやっぱりお客さんを呼ぼうということでいろんなことを考えてや

って、経費削減にも努力しているところなので、ぜひ一回行ってみていだきたいと思います。

もう一回聞きますけれども、本庁の削減、この考えって本当にすぐ取り組む覚悟はあるのですか。それ

か、先ほどの教育委員会の絡みもあります。教育委員会は、人員がはっきり言って足りないという話を私

は聞いております。現場の職員からも聞いております。いろんな施設があるのですから、その辺の施設の

把握がなかなかできなかったのではないかと思うのです。その辺教育委員会との打ち合わせをして今回の

組織改革とか異動をやったのかどうか、その辺がよくわからないのですけれども、要するに余剰人員がい

るのならその辺へ回せば、教育委員会の足りないところへ回せばいいのであって、その辺をなぜうまくす

り合わせができない。その辺が私は不思議でなりませんので、その辺も含めてもう一回答弁ください。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えをいたします。

本庁についての人員の削減はどうかということでありますが、当然ながら先ほど申し上げましたように

まだ一般行政の職員多いわけでありますから、事務事業の見直しをする中で職員の適正な数についても進

めていきたいというふうに思います。それから、教育委員会との関係でございますが、私ども行政改革課

が中心になりましてその業務量の算定というものをやらせてもらっております。そして、その中でどうい

った業務量があるのかということを把握をいろんな相談をしながら進めておる。そういう中で決めさせて

もらったというところであります。先ほどお話がありましたように施設が多いということはそのとおりで

ありまして、それもこの後お話があります公共施設の見直しの中でもきっちり対応していくというところ

で進めていきたいと思っております。

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） それでは、その辺をきちっとやっていただきたいというふうに思います。

次に、業務量の算定表の件です。これにつきまして、私は別に何時間ぐらいこの業務についてかかるの

かどうかというようなことを調べなくても、これは普通管理職のほうが部下の業務というのは把握してい

て、そしてこういう仕事をするのだということでやらせるのが、これ当たり前ではないのでしょうか。な
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ぜこういうものをやらなければならぬのか。これが要するに職員の足かせみたいな形でおっくうだと、何

でこんなことやらんなんというような話が出てきた場合に、これはやっぱり管理職の能力を問われるとい

うことに私はなるような気がするのです。当然管理職は、それだけのことをわからなければならない。そ

、 、れがわからないのだったら管理職手当は必要がないということになりますので いつまでこれはやるのか

それをちょっと教えてください。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐藤行政改革課長。

〇行政改革課長（佐藤金満君） お答えいたします。

業務量算定表は何のためにあるのか、これは先ほど部長が説明しましたとおり、佐渡市のすべての業務

の事務事業評価をやっております。その中で総コストということで人件費もカウントしております。その

ために、本庁は昨年から、また支所については本年度からお願いしているところです。そして、サービス

センターにつきましては管理職が見ればいいのではないか、これもやはりそのとおりかもしれません。し

かしながら、数字として可視化できるもので、サービスセンターにつきましては相当相談業務があるとい

うことを私たち承知しております。しかしながら、それを数値化し、また判定する資料がございません。

そのために、サービスセンターがいかにあるべきか、その判断にもこの業務量算定表は使えるものと考え

ておりますので、なれてくれば短時間の事務処理で済みますので、今後も続けさせていただきたいと考え

ております。

以上でございます。

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） ずっと続けるということですか。ということで理解していいのですか。

〔 ずっと、それは違います」と呼ぶ者あり〕「

〇18番（佐藤 孝君） 違います、ことしだけですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

佐藤行政改革課長。

〇行政改革課長（佐藤金満君） お答えいたします。

事務事業評価につきましては、これから毎年繰り返しその業務の内容を、行政サイクルでありますその

サイクルにのっとってやりたいと考えております。つきましては、同じようにサービスセンターにつきま

しても業務量算定ということは必要かと思いますので、今後も続けていきたいと現時点では考えておりま

す。

以上でございます。

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） 続けるということでしたら、やっぱりきちっとこれを活かしていただきたいと思い

ます。そうしないと、何のために管理職がおるのかわからないということになりますので、その辺先ほど

から大分職員の方々、議員の一般質問で厳しい指摘をされておりますので、管理職はそれなりのやっぱり

自覚を持ってやっていただきたい、このように思います。

次に、公共施設の見直しなのですけれども、今行革の委員長、私のところの会派であります。一生懸命
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頑張ってやってくれておりますけれども、どういう方向で進んでいくかということになりますと、やっぱ

りかなりの見直しをしなければならないということで経費削減に努力して、皆さん特別委員会の中でやっ

ていると思います。ただ、何でもかんでも収支のバランスを見て、これは採算合わんから閉めればいいの

だ、譲渡すればいいのだというような形は、私はいかがなものかなというふうに思います。それなら全部

のバランスシートをつくって、それで収益性があるのかどうか、要するに黒字になるのか、赤字になるの

、 。かという判断をするということになると 佐渡市が抱えている施設についてはほとんど赤字だと思います

これは、バランスシートをつくれば黒字の施設なんかないです。ですから、その中でも市として直営でや

っていく施設がやっぱりあるだろうというふうに私は思うのです。何でもかんでも譲渡すればいいという

なら、これは簡単な話です。

たまたま先ほど私が話したのは、アマチュア美術館です。これについては、美術館の条例にもあります

ように、やっぱり文化関係、当然なかなか難しいのですけれども、市民の教育、学術及び文化の向上を図

るためということになっております。ただ、やはりそういう建物、施設にしてもこの後維持できないとい

うことになれば、何らかの方法でどういう形にするかということは本年度中に考えろということで総務文

教委員会のほうで指示を出してあると思います。その辺の協議をことしじゅうにやろうということであり

ますけれども、具体的に今どういうふうに進んでいるのか、そのアマチュア美術館の件だけちょっとお聞

きしたいと思います。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

山本教育次長。

〇教育次長（山本充彦君） お答えいたします。

小木港周辺にはアマチュア美術館を始め海運資料館、幸丸の展示館、佐渡考古資料館、また小木の図書

室等がございます。それで、アマチュア美術館につきましては、その付近にある施設一帯をどのように有

効に活用できるかという方策を考えたいということで関係部署等と協議しているところでございます。

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） 私は地元ですから、どうしてもこれを残せとか云々ではないので、直営でやるべき

施設は直営でやると、観光の施設ということになれば観光施設にするしかないので、ですから版画村なん

かはこれはもう観光施設です。大変すばらしいと思います、私。ああいうところへは補助金どんどん出す

べきだということで、先般も高校生グループの方が宿根木へ来て写真を撮っていきました。これは、大変

いいと思います。アマチュア美術館を同じようにしろということになると、これはあの施設ではなかなか

難しい。そうすると、旧佐渡汽船の建物を、旧小木町が譲渡されたわけですけれども、その部分は、もう

雨漏りもするので、そこだけは取り壊すと。今の建て増した木造の部分だけでこの後どういう形に持って

いくかというようないろんな方法はこれあると思うのです。その辺をきちっとやっぱり計画立てて、アマ

チュア美術館だけではないです。ほかいろいろ両津の博物館なんかもありますし、どうしても直営でやら

なければならないようないろんな施設はあります。その辺をきちっとやっぱり見きわめていただきたいと

いうふうに思います。それは、行革のもちろん中でも話はこれからも出ますけれども、やっぱり執行部サ

イドのほうでその辺はきちっと決めないと、それでは執行部全く市長、要らないということになりますの

で、行革が言うたらそのとおりやればいいのだということ、頭何も考えんでもいいということになるので
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は、何のために佐渡市の職員がおるのだということになります。その辺をきちっとやっぱり考えてやって

いただきたいというふうに思います。うちの田中委員長のほうでまたこの後いろいろ話もあると思います

けれども、その辺をきちっと見据えてやっていただきたいと思います。

それと、南佐渡離島開発センターの件ですけれども、南教育事務所のほうをやはり小木サービスセンタ

ーと一緒に南佐渡離島開発センターのほうに入れたほうが、絶対効率的に私はいいと思います。今の小木

の行政サービスセンターは、これは建物は古いですし、雨漏りをして、小木町の当時かなりお金もかかっ

ております。ですから、どうせクローズにするのでしたら、小木の行政サービスセンターをクローズして

閉めて、そして南佐渡離島開発センターのほうに教育委員会とサービスセンターと入れば、考古資料館も

あるし、海運資料館もあるし、私は一石二鳥だと思います。その辺をどうお考えか、お聞きします。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

齋藤総務部長。

〇総務部長（齋藤英夫君） お答えをいたします。

今ほどお話がありました関係でありますが、その施設等についての統合を今検討しておるというところ

でございますので、今ほどのご意見等も参考にさせてもらいたいというふうに思います。

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） 参考ではなくて、だれが考えたってそれのほうがいいのです。明確に答えていただ

ければ、私は、すぐ一般質問をやめます。もう時間も大分遅くなって、後ろから５時に終われと言われた

のですから、５時に始まるのを５時に終われと、そういうことなので、私はなぜそれができないのと逆に

聞きたい。どう考えたって、市長どうですか、絶対いいです、これは効率は。一石二鳥です。簡単だと思

います。その辺本当市長、こうなると市長と教育長のやっぱり判断です。教育委員会もそこへ入れという

ことになるので、きちっとやっぱりその辺は考えて即断してください。決断をきちっと、お願いします。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） 一応今の案も１つ入れて比較検討した上で私のところへ上がってくれば私が決断

するのですが、まだ今のところ来ていない、そういう話なので、でも、来ていないではない、今検討中だ

、 、という話なので それはそれなりに今お伺いしますといい話ではないですかというようなことなのですが

決断は必ず下から上がってきたのを聞いて比較して決断します。よろしくお願いします。

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） では、もう今市長から返事いただきましたので、即上げていただいて、そのように

取り組んで、もう何年も検討するというやっぱり市の悪い癖で、検討、検討というのはやらないというこ

となので、検討ではなくて、もうはや来年やるのだという、私はそういうふうに今市長の答弁はとれまし

たので、その辺は教育長ももちろん協議しなければならないことですから、早急に決めて、そういう方向

で持っていってください。お願いいたします。絶対一石二鳥で私はいいと思います。

次に、佐渡汽船の問題ですけれども、これは皆さん何人かの方が質問しておられますので、１つだけ市

長、お聞きしたいのですけれども、私は島発の優遇措置として航送料を、以前はレンタカー並みの金額と

いうことでずっと私は主張しておったのですけれども、一律レンタカーの金額ということになると、これ
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はちょっと安過ぎるような気がしますので、半額からせめて３割引きぐらい、７割ぐらい、このぐらいで

設定していただけるように会議の中で話を、もちろんこれ佐渡汽船が絶対これはやらなければならぬもの

です。自分たちのところの経営なのですから、県や市に余りにもおんぶにだっこでは、これはだめだとい

うことで、経営努力をしなければならない。安くして、人を多く乗せれば、車を多く乗せれば収益は上が

るわけです。だって車１台乗せれば恐らく１人ではなくて何人も乗るわけでしょう。だから、なぜそうい

う損して得とるというような考えができないのか。佐渡汽船の部長クラスと話ししますと、いやこれは経

営方針だからなかなかそんな簡単にはできないのだと。できない、できないということでずっとこんな状

態で、赤字、赤字でしょう。それではやっぱり何にもやらないので、市が何かやってくれるだろう、県が

やってくれるだろうというのは、これは私は絶対だめだと思います。ですから、この後往復2,000円のも

のが今度切れるわけですから、そうすると観光客も今度もとに戻るわけでしょう、金額的には恐らく。そ

れがまた新潟や上越から渡ってくる航送料をでは半額にしますということになりますか。私は、なかなか

。 、 、それは難しいと思うのです ですから ある程度採算ベースが合うようなところの金額設定をするように

やはり会議の中で市長は強く私は要望していただきたいと思います。５割から７割、やっぱりこのぐらい

の範囲です。要するに落としても３割から５割落とすような形で設定をしてもらいたいということを会議

の中で強くお願いしていただきたいと思いますが、いかがですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） 去年も県とあれしたので、あのときもほぼたしか半額ぐらいだったと思うのです

が、あのとき売り上げかなり下がりましたけれども、７割ぐらいふえたのです。それで、あのとき私は感

じたのは、あれがいいのかどうか。それにしても、みんな知る、つまり告知して周知して、それがふえな

ければ結局赤字が増大になるので、佐渡汽船としてもそれが怖いわけです。だれがそれでは赤字を持つの

かという議論で今まで延び延びになってきたわけです。でも、いろんなことをやって、朝割をやるとか、

そういうのはかなり昔に比べれば安くなってきたわけです。最後は、やっぱりフェリーが高いのとジェッ

トが高いのだろうというふうに思っていますので、フェリーについては今回ああいうふうにしました。こ

れをそれではある程度継続性のある形、ずっとかどうかは別にして、幾つかの社会実験の繰り返しによっ

て、一番売り上げも上がる、それで我々も納得できる金額、継続的にその金額を維持しながら赤字はふえ

ない。できたら利益がふえる。観光客がふえて我々は佐渡もいいという値段へ収れんするというの、その

作業の途中だというふうにご理解いただければと思っていますので、その今のご提示あった金額を、その

資料を、今までの動きを見ながら最大限売り上げが上がるというか、人が乗っていただくと。我々は来て

いただくことが第一ですから、我々も出やすい金額、入りやすい金額、それで赤字が大きく出ない金額と

。 。いうのを見つけていきたいと思います 積極的にそういうリードしていきたいというふうに考えています

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） 市長、その辺は本当にお願いします。島発のカーフェリーも運送業者の方々は大変

困っています。持ち込むとかなり高い金額になるのだけれども、車をフェリーに乗せて持っていかないと

だめな業種の方がたくさんありますので、その方たちにも先般の1,000円、往復2,000円の航送料、このこ

とに対して私も怒られました。何で島の者のことを考えんでおまえたちはそんなことばっかり議員はやっ
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ておるのだと言って怒られましたけれども、そういうこともあるので、その辺はきちっとお願いしたいと

思います。

それと、合宿や修学旅行、この件なのですけれども、合宿、修学旅行については、上越市のほうが補助

金を出していただいて佐渡市のほうへ今までたくさんの学校を送り込んできてくれております。これが市

のほうで単独で修学旅行に来る学校に対して補助をするような制度があるのかないのか、その辺をちょっ

とお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

計良観光課長。

〇観光課長（計良範龍君） お答えいたします。

合宿、修学旅行なのですけれども、修学旅行のまず下見に来られる場合ですけれども、宿泊を伴って下

見に来られる場合、ジェットフォイルに乗ってこられた先生には１万5,000円、それからカーフェリーで

来られた先生には１万円というような下見助成をしております。

以上です。

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） そうしますと、上越市で行った学校に対しての補助みたいなものを、要するにそう

いうものは佐渡市ではないということですか。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

計良観光課長。

〇観光課長（計良範龍君） 文化、スポーツ合宿の補助もございます。

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） そうしますと、上越市が行っていたみたいなものの、要するに佐渡市が出すという

ことになると逆バージョンみたいな格好になるのですけれども、それについてはないということはわかり

ました。先ほどの下見の場合とか、いろんなほかのケースではあるということですけれども、なかなか市

も予算的にも大変ですので、上越市みたいな形の補助は今度島外の来ていただける学校に対しての補助と

いうのはなかなか難しいとは思いますけれども、何とか観光業これから民間のホテルや旅館や民宿等もそ

うですけれども、これから民間譲渡するそういう施設、先にもう譲渡されているそういう温泉で宿泊でき

るような施設、そういうところもあります。これについては、市のほうで要するに譲渡しますよと、だか

らもらってくださいということでお願いしておりますので、これからはその民間の今までのホテルや旅館

の経営する方々も含めて市で何とかできる、施設とか、そのホテルとか、そういうところへ補助を出して

くださいということではないのです、私言うのは。誘客、要するにお客さんをふやすような方策をやっぱ

り市のほうではとっていただきたい、これは。それは、指定管理で今度権利譲渡される施設、譲渡予定の

施設の方々、やっぱりそういうことを話しております。やっぱり固定資産税もこの後かかってくる。どう

してもやってくれということで市に言われたのに、その譲渡された後は何にも知らん顔しておるのかと、

ほったらかしでは困ると、何とか誘客に対しての努力はしてもらいたいのだということで話は聞いており

ますけれども、その辺何とかうまい策がありましたら教えていただきたいと思います。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。
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計良観光課長。

〇観光課長（計良範龍君） 合宿で来られた方々に民泊並びに公立の施設にお泊まりいただいて、20泊を限

度ですか、１人当たりの宿泊の補助を出しております。

〇議長（竹内道廣君） 佐藤孝君。

〇18番（佐藤 孝君） それは、ちょっと私も知っておりますが、そのほかにもいろんな手だてがあろうか

と思います。

最後ですが、観光キャラバン、市長、和歌山県の有田市、有田ミカンの有名なところだと思います、こ

れは。そこの市長が37歳の市長、大キャラバン隊を組んで出かけていろんな成果を上げているところであ

ります。そこの市長は、市議会議員の皆さん全員にも協力願って、全員も行ってくださいということで、

全員行ったかどうかはちょっと書いていないのですけれども、市議会議員や観光協会の会長、関連する方

々とキャラバンに出かけまして、そしていろんなパンフレット等ももちろん持っていきますけれども、特

産品が当たるようないろんな工夫をして誘客に物すごく努めております。東国原知事みたいな方だと思い

ますけれども、市長、やっぱり佐渡は宣伝が下手なので、その辺を市長が先頭に立ってキャラバン隊を組

んで、そして県外のお客さんを引き込んでいただくと。そうすれば佐渡だって受け入れ態勢をきちっとや

るということでありますので、市長の意気込みをお聞きして、一般質問を終わりたいと思います。

〇議長（竹内道廣君） 答弁を許します。

髙野市長。

〇市長（髙野宏一郎君） それでは、議長と２人でまず先頭に立って一生懸命頑張ります。よろしくお願い

します。それから、田中議員もちんどんで頑張っていて。ありがとうございます。

〇18番（佐藤 孝君） 議長、いいですか。それでは、これで私最後に力強い市長のお言葉を聞きましたの

で、本当にこれで一般質問を終わらせていただきます。議長もよろしくお願いいたしたいと思います。

〇議長（竹内道廣君） 以上で佐藤孝君の一般質問は終わりました。

〇議長（竹内道廣君） 本日の日程は全部終了いたしました。

来週22日月曜日は、午前10時から開会をいたします。

本日はこれにて散会をいたします。

午後 ５時５２分 散会


